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財団法人大阪府男女共同参画推進財団の概要

1　設立日的

財団法人大阪府男女共同参画推進財団は､男女の自立とあらゆる分野-の対等な

参加･参画を促進し､行政並びに府民･民間団体等が連携した多様な活動を効果的に

推進するために､中心的な役割を果たすとともに､各種事業及びドーンセンターの管

理運営を行うこと等により男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする｡

2　設立年月日

平成6年4月1日

3　基本財産

1億円

4　財団の事務所

大阪市中央区大手前1丁目3番4 9号

5　運営の基本理念と目的(平成1 6年3月改定)

｢男女が対等な立場で､あらゆる分野-参加･参画することができる社会の創造｣

を基本理念とし､社会的･経済的な男女格差の是正､女性のエンパワーメントのため

の総合的な支援施設としての役割を果たしていくことを目的とする0

6　運営の方針(平成16年3月改定)

<3つのC>

Continue　　男女共同参画の理念を｢継続｣ L

Collaborate NPOや民間団体､企業などと｢協働｣しながら

Change　　　男女共同参画を阻む社会システムや慣行を｢変革｣する事業を展開する
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7　組織体制

8　主要事業

( 1 )女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

(2)女性の抱える問題に関する相談事業

(3)啓発学習事業

(4)女性に対する暴力対策･民間等人材養成支援事業

(5)女性の能力開発･ネットワークに関する事業

(6)調査研究事業

(7)文化表現事業

(8)国際交流事業

(9)共催事業

(10)広報事業

(ll)一時保育事業

(12)施設の管理運営の受託事業
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9　財団のあゆみ
･ 6, 4. 1財団設立(理事長:谷川秀善　事務所:大阪府立婦人会館内)

･ 6. 5.11第1回理事会開催

･ 6. 6.18　財団設立記念イベント(ウイメンズフォーラム)の開催

･ 6. 6.20　第2回理事会開催(理事長に吉沢健就任)

･ 6. 7.29　ドーンセンター(大阪府立女性総合センター)竣工

･ 6. 8. 8　大阪府から財団-施設引き継ぎ

･ 6. 8.29　財団事務所移転(ドーンセンター内)

･ 6.10.27　第1回ドーンセンター運営推進委員会開催

･ 6.ll. 7　開館記念式典

･　6.ll.11オープニングイベント開催(～ll.13)

･ 6.ll.26　大阪国際女性フォーラム開催(～ll.27)

I 7. 2.27　第2回ドーンセンター運営推進委員会開催

･ 7. 3.17　第3回理事会開催

･　7. 6.29　第4回理事会開催

･ 7. 7.17　第3回ドーンセンター運営推進委員会開催

7.ll.10

7.ll.30

8. 2.29

8. 3.28

8. 6.21

8. 7.15

ドーンフェスティハ寸ル(1周年事業)の開催(～ll.12)

第4回ドーンセンター運営推進委員会開催

第5回ドーンセンター運営推進委員会開催

第5回理事会開催

第6回理事会開催

第6回ドーンセンター運営推進委員会開催

8.ll. 8　ドーンフェスティハ÷ルの開催(～ll.10)

8.12.16　第7回ドーンセンター運営推進委員会開催

8.12.19　開館以来来館者1 00万人突破

9. 2.24　第8回ドーンセンター運営推進委員会開催

9. 3.28　第7回理事会開催

9. 6.24　第8回理事会開催

9. 7.16　第9回ドーンセンター運営推進委員会開催

9. 7.31第9回理事会開催

9. 10.21第10回理事会開催(理事長に松鹿屋慎二就任)

9. 10.27　ドーンセンター運営推進委員会施設運営都会開催

9. 10.28　ドーンセンター運営推進委員会事業推進部会開催

9.ll. 7　ドーンフェスティハ÷ルの開催(～ll.8)

9.12.26　第11回理事会開催

10. 2.23　第10回ドーンセンター運営推進委員会開催

10. 3,28　第12回理事会開催

10. 4.16　第13回理事会開催

10. 6.26　第14回理事会開催

10. 7.24　第11回ドーンセンター運営推進委員会開催

10.ll. 6　ドーンフェスティハ○ルの開催(～ll.7)

10.12. 8　第12回ドーンセンター運営推進委員会開催

ll. 2.26　第13回ドーンセンター運営推進委員会開催

ll. 3.18　第15回理事会開催

ll. 5. 1第16回理事会開催

ll. 6.21第17回理事会開催

ll. 7.16　第14回ドーンセンター運営推進委員会開催
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ll. 8.31第18回理事会開催(理事長に木村良樹就任)

ll.10. 4　ドーンセンター運営推進委員会施設運営部会開催

ll.10. 7　ドーンセンター運営推進委員会事業推進部会開催

ll.ll.ll

12. 2.24

12. 3.31

12. 4.23

12. 5. 2

12. 6.26

12. 7. 3

12. 8.31

12. 9.26

ドーンフェスティハヾル(女性センター7オうム)の開催(～ll. ll)

第15回ドーンセンター運営推進委員会開催

第19回理事会開催

平成12年｢女性週間全国会議｣開催(～4.24)

第20回理事会開催

第21回理事会開催

第16回ドーンセンター運営推進委員会開催

第22回理事会開催(理事長に梶本徳彦就任)

第23回理事会開催
12. ll. 9　ドーンフェスティハマル(男女共同参画フォーラム)の開催(～ll.10)

12.ll.21第17回ドーンセンター運営推進委員会開催

12.12. 1第24回理事会開催

13. 2.17　ド-ンフェスティハ寸ル(21世紀-夢描くク○ルー7o7ェスタ2001)の開催

13. 2.26

13, 3.29

13. 5. 7

13. 5.24

13. 6.29

13. 8.17

第18回ドーンセンター運営推進委員会開催

第25回理事会開催

第26回理事会開催

第19回ドーンセンター運営推進委員会開催

第27回理事会開催

第20回ドーンセンター運営推進委員会開催

13.ll.16　ウイメンズフォーラム開催

13.ll.30　第21回ドーンセンター運営推進委員会開催

14. 3. 8

14. 3. 9

14. 3.28

14. 4.24

14. 6.25

14. 7.13

14. 7.30

第22回ドーンセンター運営推進委員会開催

ドーンフェスティハ十ル2002の開催

第28回理事会開催

第29回理事会開催(理事長に山登敏男就任)

第30回理事会開催(財団名称の変更の承認

平成1 5年4月1日から財団法人大阪府男女共同参画推進財団)

女性映像フェスティバル2002開催

第23回ドーンセンター運営推進委員会開催
14. ll.27　第24回ドーンセンター運営推進委員会開催

15. 2.21

15. 3. 7

15. 3.26

15. 3.29

15. 4. 1

15, 4.23

15. 6. 6

15. 6.26

15. 7.25

第25回ドーンセンター運営推進委員会開催

女性芸術劇場開催(～3. 8)

第31回理事会開催

ドーンフェスティハ寸ル2003の開催

財団名称を財団法人大阪府男女共同参画推進財団に変更

第32回理事会開催

開館以来来館者4 0 0万人突破

第33回理事会開催

第26回ドーンセンター運営推進委員会開催
15.12.19　第27回ドーンセンター運営推進委員会開催

16. 3. 5　第28回ドーンセンター運営推進委員会開催

16. 3.26　第34回理事会開催(財団｢新･ 10年プラン｣策定)

16. 4. 1理事長に時岡禎一郎就任
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ドーンセンターの概要

1　沿　革

ドーンセンターは､各界の専門家や女性団体､グループの方々など､幅広い府民の

参画を得て建設計画を進めてきた｡

センターの事業や施設内容についてもドーンセンター推進会議やクリエイティブフ

ォーラムなどを開催し､府民の方々とともに検討を行い方針を決定したo

昭和6 1年度･ ｢21世紀をめざす大阪府女性プラン｣策定(4月)

(昭和61年度～平成2年度)
･建設予定地(元大手前会館跡地)を決定(9月)

･第1回婦人団体､グループアンケート実施(1月)

昭和62年度･基本構想公表(6月)
･第2回婦人団体､グループアンケート実施(1月)

昭和63年度･婦人総合センター(仮称)推進会議の設置(9月)

(平成3年7月､ドーンセンター推進会議に改称)
･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･府政モニターアンケート調査実施(1 2月)

･元大手前会館撤去完了( 1月)

平成　元年度･基本設計
･文化財発掘調査/第1期

平成　2年度･実施設計
･文化財発掘調査/第2期

･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･愛称｢ドーンセンター｣に決定(2月)

平成　3年度･｢女と男のジャンププラン｣策定(9月)

(平成3年度～ 1 2年度)
･文化財発掘調査/第3期

･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･建設工事着工(3月) /工期28か月

平成　4年度･クリエイティブフォーラム開催(12月)
･シンボルマーク決定(1月)

平成　5年度･プレイベント｢女性映像フォーラム｣開催(11月)

平成　6年度･ドーンセンター(大阪府立女性総合センター)開館(11月)

平成14年度･ウェルネスフロア(地下1階)の廃止
･ NPO協働フロア(地下1階)のリニューアルオープン

･休館日を水曜日から月曜日に変更

2　建物概要

所在地
敷地面積

構　　造

階　　数

高　　さ

建築面積

延床面積

立体駐車場

大阪市中央区大手前1丁目3番4 9号

3, 170m2

鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)

地上1 0階地下1階

52m

i, 970m2

12, 760m2

92台
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3　管理運営

4　歴代館長

5　利用について

(1)開館時間

財団法人大阪荷男女共同参画推進財団

津村　明子　　平成　6年4月～平成　9年12月

上田　忍　　　　平成10年1月～平成13年　3月

竹中　恵美子　　平成1 3年4月～

午前9時30分～午後9時30分

･情報ライブラリー　　平日･土曜　午前9時30分～午後9時30分

日曜･祝日と重なる土曜　午前9時30分～午後5時30分

(貸出･返却手続･情報相談は終了時間の3 0分前まで)
･相談カウンセリング　　電話相談:火～金曜　午前1 0時～午後4時

午後　6時～午後8時

土･日曜　午前10時～午後4時

面接相談:火･木曜　午前　9時45分～午後8時30分

水･金･土･日　午前　9時45分～午後5時30分

法律相談二第1火曜　午後　5時～午後8時

第2木曜　午前10時～午後1時

第3土曜　午前10時～午後1時

第4金曜　午後　2時～午後5時

からだの相談:第4土曜　午後　2時～午後4時

外国人女性のための相談:第1土曜　午後　2時～午後4時(韓国･朝鮮語での相談)

第2土曜　午後　2時～午後4時(中国語での相談)

第3土曜　午後　2時～午後4時(英語での相談)

DV電話相談:火～日曜　午前1 0時～午後8時

不妊にまつわる悩みの電話相談:毎週水曜　午前1 0時～午後4時

面接相談:第1土曜　午後1時～午後4時

第3金曜　午後　1時～午後4時

(2)休　館　日

(3)受付開始日

(4)駐　車　場

毎週月曜日､年末年始､祝日(土･日･月の場合翌火曜日)

情報ライブラリーは､毎月最終火曜日及び特別資料藍哩

期間も休館

ホール､パフォーマンス･スペース: 6か月前から

会議室等: 3か月前から

毎月1日に描監それ以後は先着順

立体駐車場　92台

最初の1時間まで400円(超過30分ごとに200円)
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事　業　概　要



第1　各種事業の実施

1　女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

女性に関する情報を幅広く収集･整理･加工し､データベース化するとともに､これ

らを活用して､多様な情報ニーズに的確に対応した情報提供を行ったo

(1)情報ライブラリーの運営

女性関連の図書･資料･ビデオ等を収集し､閲覧･視聴･貸出サービスを行うほか

利用者からの情報相談に応じた｡

(丑　図書･資料の収集冊数(平成16年3月31日現在)

図　書　　　　34, 715冊

行政資料　　　　9, 342冊

雑　誌　　　　　1, 335タイトル､　34, 590　冊

新聞　　　　　　　　　　　6紙

AV資料　　　　1, 498本(ビデオ1, 472本､カセットブック26本)

ア　図書の内訳　　　　　　　　　　　　イ　行政資料の内釈

分類 倚ｹ�B�

総記 �"ﾃ�CB�

哲学 ��ﾃS���

歴史.女性事情 �2ﾃ3C��

社会科学 ��2ﾃSモ�

自然科学 ��ﾃ3SB�

技術 涛s��

産業 �#S"�

芸術 ��ﾃ��"�

-夏至l FjFlEj �#C��

文学 途ﾃ��"�

児童書 ��ﾃ3sB�

女性の表現作品集 涛���

合計 �3Bﾃs�R�

種別 �5�486x8ｹ�B�

女性問題関連雑誌 ���R�
一般雑誌 ��コ�

グループのミニコミ誌 �3モ�

女性学研究所等の年報.捜閑話 �����

行政の広報誌 �#s��

女性関連施設の広報誌 �#CB�

その他(大学の紀要等) �3"�

合計 ��ﾃ33R�
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分類 倚ｹ�B�

行動計画.プラン 涛�R�

施策概要.統計.自書 �"ﾃ3�"�

調査.研究報告書 ��ﾃSS��

イへ■ント講座等の記録 ��ﾃャb�

研修.派遣事業報告書 鉄SR�

女性関連施設概要 田���

啓発冊子 涛#��

その他 鉄ッ�

合計 湯ﾃ3C"�

分類 冏ｹ�B�

女性問題.フエミニスサム �����

性 鉄b�

からだとこころ 田r�

家族.家庭 鼎��

子どもー学校 都B�

高齢化.福祉 鼎2�

社会.くらし.環境 ���"�

しごと ���B�

政治.法律.価.B済.産業 �3B�

教育.研究 鼎��

文化.芸術.表現 都釘�

合計 ��ﾃC唐�



②　利用登録者数(ライブラリーカード) (平成16年3月31日現在)

ア　　性　別

区分 剴o録者数 

価 人 傚y�ｲ�16,237 
男性 �"ﾃ�3R�

計 ��づ#s"�

特別貸出等※ �48 

合計 �18,320 

※行政･学校関係その他団体-
の貸出､及び館内閲覧資料の一
時貸出

イ　　地域別

地域 ��ﾉ�B�

大阪市 途ﾃ�3��

三島地域 ��ﾃ�sR�

豊能地域 塔Cb�

泉北地域 涛Cb�

泉南地域 �3���

南河内地域 都c��

中河内地域 涛S2�

北河内地域 �"ﾃC迭�

滋賀県 涛2�

京都府 田S��

兵庫県 ��ﾃ3�B�

奈良県 都�B�

和歌山県 ���b�

三重県 �3��

その他 ��R�

合計 ��づ#s"�

年代 ��ﾉ�B�

10代未満 ��r�

10代 �#途�

20代 �2ﾃ��b�

30代 澱ﾃ�#��

40代 釘ﾃ�#r�

50代 �2ﾃ�c��

60代 ��ﾃ�sr�

70代 �3Sb�

80代以上 涛B�

合計 ��づ#s"�
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③　貸出件数(平成16年3月31日現在)

分類 兌ﾙ�ﾃ�YD�7��平成14年度 兌ﾙ�ﾃ�9D�7��

図書.雑誌 ��づイR衣ｲ��21,889(冊) �#2ﾃ33b衣ｲ��

行政資料 �##R衣ｲ��563(冊) �3S�衣ｲ��

AV資料 途ﾃ�cR曳ｲ��8,152(本) 湯ﾃC3忠gｲ��

合計 �#bﾃ�3R�30,604 �32ﾃ�#b�

④　情報相談(平成16年3月31日現在)

ライブラリー職員が､図書･資料･データベース等を活用して､検索指導や来館
･電話による情報相談に応じた｡

(内　訳)

分類 兌ﾙ�ﾃ�YD�7��平成14年度 兌ﾙ�ﾃ�9D�7��

利用案内 釘ﾃ�3B�5,148 釘ﾃSsb�

検索指導 ��S��123 ��#R�

資料の所蔵.所在調査 涛唐�1,039 涛sb�

特定テーマの資料案内 鼎3"�591 田sB�

人材.学習情報の提供 鼎c��547 鉄唐�

グル-プ.施設情報の提供 �#C��235 �3S��

ラげラ1)-活動.運営情報の提供 涛��92 ��SB�

その他 ���4 ��"�

合計 途ﾃ3�r�7,779 途ﾃCcR�

(2)　情報システムの運営

各種女性関係情報を誰もが自由に検索できる大阪府女性関係情報ネットワークシス

テムを運営し､インターネットで情報提供している｡平成15年10月から新システムで

稼動している｡

(丑　ホームページ-のアクセス状況

<トップページアクセス数>

平成1 5年度 平成1 4年度 平成1 3年度

アクセス数 2 14, 487 1 1 7, 888 92, 902

<カテゴリ別アクセス数>

メニュー名称 �4�4�5ｨ5��B�

事業案内 ��"ﾃツ��

施設案内 田ゅ��b�

出版物 ��u�3��

講座ーイベント �3ゅ�s2�

事業統計 迭紊C��

情報ライブラリー �����3c2�

女性情報ステーション �3ゅ�3��

リンク集 澱��c��

ⅠntrodukutloninEnglish ��R經3r�

合計 �3�2ﾃ��b�
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②　ドーンセンターメールマガジン『e-DAWN』の発行

ドーンセンターの最新ニュースを伝えるメールマガジンを平成1 6年1月11日から

月2回程度発行する｡ドーンセンター主催の講座･イベント情報､情報ライブラリー

からのお知らせ､刊行物などの情報を届ける｡

平成16年3月末までの登録者数:　375人

(3)講座･展示等

(∋　情報活用講座

～仕事を続ける､新発見!の情報活用術～の開催

仕事を続けるためには自分と仕事の関係を見つめ､キャリアをデザインしていく

ことが必要である｡これからの時代のスキルアップとは何か､そのために自分は何を

すればいいのか､情報はどこで見つけ､活用するか｡その方法を見つけるきっかけ

作りの連続講座を開催する｡

●　定員:50人　　　　　　●　受講者:延　182人

●　講師　川端　美智子､荒金　雅子　ほか

(㈱ライフキャリアデザイン･アソシエイツ)

●　時間　各回　14:00-16:00　　●　受講料:　2,500円

目時 度爾ﾘ7ﾒ�内容 

1 ���#B�仕事を続けるためのコツ ～タム､L-小 唳�hｨ�,h覃馼,ﾈ6���8�985ｈ8�4�8�43x6���8�985ｒ�
(土) �487ﾘ6ﾂ�8�6ﾘ6x,X*ｸ.���ﾈ,ﾘ�饑�ｨ駅��8訷���･タイムマネシヾメント簡単な自己紹介 

2 ���3���7鋳�何が私の課題? 唸鍠,ﾈｺﾘ-ﾒ�8-ﾒ�4ﾈ888ｨ4�躪ﾏﾂ�～私の中の｢情報｣を発見し 唳n)�雨ﾘﾊ��

てみよう～ 啝(���h,�4�486h4�9Jﾙ�ｩd��

3 �"���7鋳�情報検索ができる人は仕事 ができる ～リサーチ能力をつけて 唸8ｨ5H�ｸ6�,ﾉ_ｹd��6X�ｸ7ﾘ,ﾉ�ﾙ.��X�饑�ﾉ�R�6h�ｸ5饂ｩ�ﾚIn)���騫ﾒ�

みよう～ 唸7H4(�ｸ6�6�6(4��

4 �"��B��7鋳�あなたの職場､合意形成は できてる? ～フアシリテ-シヨン能力を 高めよう～ 唸ﾘx�8ﾆ��ﾈ,ﾉ_ｹd��X檍ｶ8,ﾉ�俎2�X7h8ﾘ5x4h4�6x,ﾈ戊�2�

5 �"�#��情報を上手にアウトプット 唸ﾏ�ｩ4�,��饑�ｨ駅�d��～プレゼンテーションのスキ 唳��;驂ﾘ,i�)|ﾒ�

(土) �8ｸ/��x,�,(*�.h*H���r) ･総合的な演出力 
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②　情報担当者ネットワーク会議の実施

女性情報の収集･提供事業に携わる女性センター等職員を対象に情報の収集･

組織化･提供等の業務遂行のための情報交換を行うとともに､担当職員相互の情報ネ

ットワーク形成を促進したo

定員: 20人　　　　受講者数:延53人

フアシリテ一夕-:木下　みゆき

大阪府立女性総合センター

情報担当コーディネーター

日時 度耳蒔R���7ﾒ�事例報告者 

1 途���R��･参加施設.担当者の紹介 ��ｹ69���14:00- 17:00 唸��{�,ﾈ��_ｹ�｢�����ｮ顏��(兵庫県立男女共同参画センター) 

2 唐���R��･レファレンス事例 �8ﾉ68蒴�2���Xﾞ8�9zy&ｨ�ｺI:��柯5ｨ985��ｲ�(h匣ｭ鋳�14:00- 唸�9j��:�/�6�6(4�4�6(7b�

17:00 �+x.�+ﾘ-�,ﾈ�饑�ｴ�Eﾈ,h,ﾒ�秋田多美枝 (岸和田市立女性センター) 

3 湯�����R��･情報提供に役立つサイト �(i�ﾉ�騏)Oﾂ���育9zy&ｨ�ｺI�h5ｨ985��ｲ��14:00- 唸48985��ｸ6ﾈ6(6x/�ｨ駅�+X+ﾒ�岡本いそ子 (京都市女性総合センター) 

17:00 ��饑�Jﾙ�ﾒ�

4 ������R��･利用者を獲得する �駑依IuH����8ﾉ�Xﾞ8�9zy&ｨ�ｺI:��枌�5ｨ985��ｲ��14:00- 17:00 唳y駅��(,h,ﾈｭhﾅx,8*ﾘ.姻��川喜田好恵 (ドーンセンター相談担当 コーディネーター) 

(診　ビデオ上映会

情報ライブラリーで購入したビデオの中から､女性監督のドキュメンタリーや
ジェンダー問題の作品､女性グループの活動を追ったドキュメンタリービデオな

どを選んで上映した｡ (月1回:年12回開催)

ノI‖-



月/日 ��8防ﾞﾉV��参加者数 佇糴?｢�上映作品 伜����)�B�

4/25 (金) �8ｸ42ﾘ5�,h5�8ｨ�ｲ�65 迭�3��粟���女たちの証言 鉄b�

6′27 �7ｸ4�,hｿ8,iI飩��63 途�#R�平和を学ぶ ～いじめに取り組むカナダ 鉄B�

(金) 剪粟���のある学校の物語～ 

8/29 凛8ﾚX/���/�+��53 祷�ﾃ���藤田六郎兵衛 �3��

(金) 傚x+ﾘ+��宙ｾ���笛の世界 

10/31 侘9j�hﾜI�b�55 免ﾂ�#��ここには私の読める ����

(金) ��8/�,(,�*頷ﾉJｨ5�ﾈ��宙ｾ���本がある 

12/19 �4ﾈ8X8ｨ�ｹWhﾜ��55 ���3��それから､青い鳥はどう飛 んだ?～女性だけの劇団 �#R�

(金) 剪粟���30年の歩み～ 

2/27 冦�,�,�.冕)x��29 �2�#b�医師クローデットの場合 鼎R�

(金) 剪粟���～アフリカの大地で～ 

㊨ ｢ホンのおしゃべり｣の開催

関西在住のジェンダー視点を持った図書･資料の著者を招き､執筆の背景や出版
に関する思いを語ってもらい､その後､参加者と著者でフリートーキングを行った｡

(年2回開催)

第1回　　　平成15年6月14日(土) 14:00-15:00

著者　　伍賀　借子

著書　『次代を拓く女たちの運動史』

参加者数　9人

第2回　　　平成16年3月16日(火) 14:00-15:00

著者　　森田　尚

著書　『生きて帰りたい-妻たち子たちの｢満州｣ 』

参加者数　13人

(参　情報ライブラリーニュース『いんふおめ-と』の作成

情報ライブラリーの多様な活動を広くPRするため､女性情報と利用者を結ぶ
双方向型のライブラリーニュースを作成し､府内外の女性関係施設及び図書館等
-配付した｡ (年2回発行)

･A4版4頁　8, 000部

第4 7号発行(平成15年6月1日発行)

･A4版4頁　12, 000部

第4 8号発行(平成15年12月1日発行)
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⑥　情報ライブラリー企画展示

～ ｢女性に対する暴力｣パネル展～

女性に対する暴力(ドメスティック･バイオレンス､セクシュアル･ハラスメ

ント､性犯罪､ストーカー等)に関し､暴力を生み出す社会的背景､暴力の実

態､法律等についての解説や被害にあったときの対処方法などを､わかりやす

く解説したパネルを展示した｡

展示期間:平成15年6月21日(土) ～6月29日(日)

(於:ドーンセンターl Fロビー)

～ ｢女性に対する暴力｣パネル展～

大阪府では､ 11月12日から25日までを｢女性に対する暴力をなくす｣

キャンペーンとして､ ｢女性-の暴力｣サポートライン(特別総合相談)等を

実施した｡ドーンセンターにおいても､ 1 1月12日から23日まで女性に対

する暴力に関するパネル展を開催した｡

展示期間:平成15年11月12日(水) ～11月25日(火)

(於:ドーンセンター1Fロビー)

特別企画展示
～奥野安彦　写真展　｢闘う女たち｣ ～

ドーンセンター情報ライブラリーでは毎年､所蔵コレクションの展示､または

女性たちの表現活動を支援するという目的で特別企画展示を開催しているo

平成1 5年度については､女性の文化表現事業｢女性映像フェスティバル2003｣

と連動させ､ ｢闘う女たち｣をテーマに､女子プロレス団体ガイアジャパンの選手

たちを撮り続けている写真家･奥野安彦さんの写真展を開催した｡選手たちの等身

大ポートレイトを始め､日常の様子や闘いの様子をとらえた写真約7 0点を展示し､

女子プロレスラーの生きざまを通して､なぜ女たちは闘い､強くなろうとするのか

を広く知ってもらう機会を提供した｡

展示期間:平成15年11月27日(木) ～12月25日(木)

(於:ドーンセンター情報ライブラリー､ 1 Fロビー　他)
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2　女性の抱える間鹿に関する相談事業

女性の直面している様々な問題について､女性の視点から自立と主体的な生き方を目指し､相談カウ
ンセリングにより､必要な援助と解決のためのサポートを行った｡

(1)相談事業
①面接相談:専門の女性カウンセラーによる面接でのカウンセリング

水･金･土･日曜日　　　　　　　午前9時45分から午後5時30分

火･木曜日　　　　　　　　　　　午前9時45分から午後8時30分

平成15年度 劔劔劔平成14年度 

～1.1{! �#��2�30代 鼎��2�50代l 田��2�70代～ 儻9k��合計 窒R��合計 窒R��

生き方 �10 鳴�Sh���221 ��Cr�95 ����14 澱�l 567l �#r綯R�468 �#R絣R�

こころ �2 鼎��107 鉄��18 天��Ol �2�234 免ﾂ紕R�242 ��8�ｳ"R�

からだ �0 鳴�6��6 迭�0 鑓���ﾂ�0 ���14. ��縒R�ll ��綯R�

仕事上の悩み �0 釘�6 釘�4 訳｢�0 l ���18 ��纈R�28 ��絣R�

夫婦関係 �0 �#"�ﾂ�175 ���B�67 �#b�1 3 釘�411 �#���R�349 ��偵�R�

親子.家庭関係 �17 田2�106 ��3��104 �3"�17 ll 免ﾂ�488 �#2縒R�487 �#b絣R�

人間関係 �2 鉄2�l101 鉄b�28 �2�0 板�Cr�250 ��"�"R�181 湯纈R�

性.性的被害 �5 ����26 ��b�1 ���0 ���67 �2�2R�64 �2絣R�

暮らし �0 鳴����"�2 ���0 ���4 ���"R�5 ���2R�

その他 �0 ���1 ���0 】 �������210.1% �1 ����R�

H15年度 俘xﾇb�36260 �749 鉄C"�319 塔B�34 �3��2,055 ������R�1,836 ������R�

(%) ��繧R�12.7% �3b紕R�26.4% ��R絣R�4.1% ��縒R�1.5% ������R� 

H14年度 俘xﾇb�56 �3#R�623 鼎S��287 鉄R�20 �#��1,836 

(港) �2��R�17.7% �38�ｳ坦�24.5% ��R綯R�3.0%1.1% �1.1% ������R�

相談月別件数

月 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��1月 �(ﾈ��3月 俘xﾇb�

平成15年度 ��s��174 ��S2�185 ���"�162 ��sB�152 ��cb�155 �����194 �"ﾃ�SR�

平成14年度 ��SB�177 ��C��166 ��c��138 ��cb�146 ��3��141 ��cB�153 ��ﾃ�3b�
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②電話相談:専用電話を使った､電話相談員による相談
火曜日から金曜日　　　　午前10時から午後4時､午後6時から午後8時
土曜日･日曜日　　　　　　午前10時から午後4時

平成15年度 劔劔劔平成14年度 

平成15年度 凵`10代 �#��2�30代 鼎��2�50代 田��2�70代～ 儻9k��合計 窒R��合計 窒R��

生き方 �1 �#��186 塔B�146 ��2�6 �#R�489 ��"繧R�l 529 ��B�"R�

こころ �4 �3��259 鉄��134 �#2�1 涛2�610 ��R纈R�581 ��R絣R�

からだ �1 ����10 免ﾂ�20 ��r�1 ��b�86 �"�"R�105 �"繧R�

仕事上の悩み �0 ����14 ��"�ll �����0 ��b�63 ��綯R�88 �"紕R�

夫婦関係 �0 �3��158 �����88 ��b�6 ���R�523 ��2縒R�559 ��R��R�

親子.家庭関係 �0 �3��84 ���"�78 �#2�4 涛��438 免ﾂ紕R�445 免ﾂ纈R�

人間関係 �3 鼎R�120 塔��81 ��B�0 涛��441 免ﾂ絣R�494 ��2�"R�

性.性的被害 �0 ��r�12 免ﾂ�2 �"�0 �3��74 ��纈R�70 ��纈R�

暮らし �2 唐�318 鉄2�337 鉄2�2 ��#r�900 �#2絣R�679 ��ゅ"R�

その他 �1 ���2 ���3 ���0 ��途�205 迭紕R�187 迭��R�

H15年度 俘xﾇb�12 �#3B�1163 鉄C��900 ��c��20 都唐�3,829 ������R�3,737 ������R�

(港) ���2R�6.1% �3�紕R�14.1% �#2絣R�4.2% 免�RR�20.8% ������R� 

H14年度 俘xﾇb�15 �3c��1301 鉄�2�771 塔��16 田���3,737 

(%) ��紕R�9.7% �3B繧R�13.5% �#�綯R�2.1% ��紕R�18.5% ������R�

月 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��1月 �(ﾈ��3月 俘xﾇb�

平成15年度 �33��358 �3C��334 �33r�288 �33��305 �#c��290 �3���321 �2ﾃ�#��

平成14年度 �3���310 �3#"�287 �3#B�289 �3#b�312 �#ィ�313 �3�2�348 �2ﾃs3r�
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主訴別相談件数

- ��h*ｹ_ｲ�こころ �*�.x+��仕事上 の悩み 儻iWr�ｭhﾅr�親子. 家庭関係 ��ﾈｭB�ｭhﾅr�性､性的 被害 竸�.x+R�その他 佗b�

面接相談 鉄cr�234 ��B�18 鼎���488 �#S��67 釘�2 �"ﾃ�SR�

電話相談 鼎ヲ�610 塔b�63 鉄#2�438 鼎C��74 涛���205 �2ﾃ�#��

計 ��ﾃ�Sb�844 �����81 涛3B�926 田���141 涛�B�207 迭ﾃャB�

年代別相談件数

～10代 �#��2�30代 鼎��2�50代 田��2�70代～ 儻9k��合計 

面接相談 �3b�260 都C��542 �3���84 �3B�31 �"ﾃ�SR�

電話相談 ��"�234 ��ﾃ�c2�541 涛���161 �#��798 �2ﾃ�#��

計 鼎��494 ��ﾃ��"�1,083 ��ﾃ#���245 鉄B�829 迭ﾃャB�

～10代　20代　30代　40代　50代　60代　70代-　不明
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③法律相談:女性弁護士による法律問題に関する面接相談

毎月第1火曜日:午後5時から午後8時　第2木曜日:午前10時から午後1時

第3土曜日:午前10時から午後1時　第4金曜日:午後2時から5時

平成15年度 劔劔劔剳ｽ成14年度 

項目＼月 剴B�○ 澱�7 唐�9 ����11≡12 �1 �"�3 俘xﾇb�(%) 俘xﾇcｲ３��

8 澱�8 牝��7 釘�12 ���6 �"�4 釘�76 謄3"��R�108萱44-6% 

相続.扶養 剴��0 撞��0 ���0 ���0 ���0 ���1 �2�1_3% ��"�!5.0% 

借地借家 剴��0 童��0 ���1 ���0 ���0 ���0 �"�;0,8% ���0_0% 

消費者等 剴��2 ���0 ���0 ���3 ���1 ���0 途�3,0% �2�1.2% 

相隣関係 剴��0 舒ﾆ��0 ���0 ���0 ���io ����巨o ���■0.4% ���0.4% 

刑事事件 剴��0 ���0 ���0 ���00 �1 末��0 �"�0.8% ���0_0% 

D V 亦�冷令等 ���0 ���0 ���0 �"�0 �2�2 ���1 ��"�5.1% 迭�2.1% 

離婚.慰 ��D 唐�4 途�10【10 �3t8 �7 俣��12 撞��90 �3��R�65 �#b纈R�

｣今後の生活等その他 �0 ���1 ���i2 ÷卜;;- �1【1 �0 ���0 ���10 釘�"R�ll 摘�R�

DV関連計 剴b�9 田���剴dc������ll ��2�;10 ���#Cu�2R�塔��33.5% 

その他 剴"�3E312 剴"�4 �2�2 �2�0 釘�;6 �3B�14.3% �3r�!15.3% 

合計 劒S�#�*#���;20 �#"�21E21 �19 �#��･5:22;21 剴#3r�巳100.0% ��

④からだの相談:女性産婦人科医師による医療的見地から助言が必要なものについての面接相談

毎月第4土曜日　　午後2時から4時

平成15年度 劔劔劔剳ｽ成14年度 

項目＼月 釘�i5 撞b�i7 ����9 ��#���一一 ��"�1 �"�l ;3 迄ﾘxﾇb�(%) 俘xﾇb�(%) 

婦人科の病気 ���0 撞��2 ���1 ���1 ���1 ���0 湯�23_7% 澱�19.4% 

月経 ���!o ���1 ���0 ���1 ���0 ���0 迭�13.2% 澱�19,4% 

更年期 ���0 ���0 ���1 ���:1 ���1 ���い 迭�13,2% 釘�12.9% 

妊娠 ���0 ���0 ��踉�0 ���0 ���.0 ���】o �"�5.3% ���0.0% 

セックス ���1 ���0 ��｣��0 ���い ���】o ���0 �2�7.9% �2�9_7% 

からだ一般 ���1 �"�11≦1 �1 ���!o 免鳴����0 ����26_3% 唐�25.8% 

その他 �"�1 ���oヨo �0 ���jo ���0 ���0 釘�10.5% 釘�12,9% 

合計 �3�2�滴�｣B�舒#B�3 擢���2�3日 �1138 l �100.0% �3��100_0% 

l　法律相談l lからだの相談l

書∃-一　巨喜
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⑤外国人女性のためのサポート･カウンセリング
ア　バイリンガル･カウンセリングの実施

外国人女性が､異文化の中で出会う様々な悩みに､母国語及び日本語で相談
を行い､問題解決に向けてサポートを行った｡

対象:韓国･朝鮮語､中国語､英語圏の女性
相談員:女性で､母国語と日本語を話すバイリンガル･カウンセラー
日時:毎月第1､ 2､ 3土曜日の午後2時から4時

第1土曜日　韓国･朝鮮語の相談　　　　第2土曜日　中国語の相談
第3土曜日　英語の相談

イ　中国語､英語を話す外国人女性のためのディスカッション･グループの実施

日本で生活する外国人女性らが出会う共通の問題についてグループで話し合
い､情報を交換する機会を提供し､日本での生活における問題解決の支援を
行った0

第2､ 3土曜日の正午から午後1時30分

平成15年度 劔劔 劔兌ﾙ�ﾃ�ID�7��

項目＼月 �4 迭�6 途�8 湯�10 免ﾂ�12 ���2 �2�合計 俘xﾇb�

韓国.朝鮮語 �0 �"�1 ���0 ���0 ���1 ���1 ���6 迭�

中 国 請 ��ｩ&ｲ�0 ���0 ���1 ���0 ���∈ 0 ���0 ���4 免ﾂ�

ディスカッションクやル-7p ���3 迭�2 ���5 �"�5 姪"�3 釘�4 �3R�62 

英 語 ��ｩ&ｲ�0 ���0 ���0 ���0 ���岳o ���0 ���い 湯�

ディスカッションク～ルづo ���0 ���1 ���1 ���0 ���2 ���1 ��モ�21 

A lコ 計 ��ｩ&ｲ�0 �2�1 ���1 ���0 ���1 �"�1 ���ll �#R�

デイスわシヨンク寸ループ ���3 迭�3 ���6 ��"�5 �2�5 迭�5 巴���2�83 
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⑥　ドーンセンター内DV相談:ドーンセンター4階の配偶者暴力相談支援センターで

電話相談を行った｡

電話相談:火曜日から日曜日　　午前10時から午後8時

秦 力 ���4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

配 柄 者 か ら 剞g体的 鼎��53 鼎��52 鉄��42 田��44 鼎"�45 田B�80 田3��

日､ 茶B��(4) 茶2��(1) 茶"��(2) 茶"��=1 茶#���

精神.社会.経済的 免ﾂ�17 免ﾂ�9 ��B�7 ��B�15 ��2�7 �#2�16 ��Sr�

=1 豚�ｲ� �� �� 茶"�� 茶B��

性的 �"�4 �2�1 澱�0 ���2 ���0 ���2 �#��

=1 ��(1) �� �� �� ��(2) 

計 田��74 鉄R�62 都��49 都R�61 鉄R�52 塔r�98 塔���

(り 茶"��(6) 茶B��(3) 瀞��(2) 茶"��(4) �����(26) 

そ の 他 か ら 儁���ﾂ�身体的 ���0 ���5 途�0 ���5 �2�4 �2�2 �3��

=1 �+X*"� �� 茶"��

精神.社会.経済的 ���0 ���1 �"�2 �"�2 ���0 ���1 免ﾂ�

性的 ���0 ���1 ���0 ���0 ���0 ���0 �2�

=l �� �� ��=1 

計 ���0 ���7 湯�2 釘�7 �2�4 迭�3 鼎R�

(1) 噸��(い �� ��(3) 

秦 族 知 人 等 ��y�ﾉ4��7 唐�8 唐�7 ���9 �"�2 迭�8 �2�68 
=l 茶��� 豚�ｲ�=ー ��(5) �� 茶2��(3) ��(15) 

精神.社会.経済的 �"�5 ���5 ���0 ���0 �"�2 �"�1 �#��

性的 ���4 �2�0 ���2 �"�0 ���1 ���0 ��B�

計 ����17 ��"�13 途�3 ��"�2 釘�8 免ﾂ�4 ���2�

(1) 豚��� ���*"�=1 ��(5) �� 茶2��(3) ��(15) 

暴力にかかる相談計 劔72 涛��67 塔"�95 鉄B�91 都��62 田B�103 ���R�956 

‖) 豚�ｲ�=1 茶2��(7) 茶B��(9) 茶"��(3) 茶R��(7) �*#��(44) 

その他の相談 劔22 ��B�22 ��b�ll 免ﾂ�24 澱�ll ��2�24 �#"�196 

(2) �+X*"�‖ー 噸��=ー ��(5) 宙*"�(4) 茶"��(3) 茶B��(25) 

合計 劔94 ���R�89 涛��106 田R�115 都b�73 都r�127 ��#r�1,152 

(3) 茶"��(2) 茶B��(8) 茶B��(14) 茶2��(7) 茶r��(10) 茶R��(69) 

※ ( )内は男性内数

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

15年度 涛B�105 塔��98 ���b�65 ���R�76 都2�77 ��#r�127 ��ﾃ�S"�

14年度 鼎��56 鉄"�63 田R�49 塔��72 田r�53 都��79 都cB�

対前年比 �����R�187.5% ��s��"R�155.6% ��c2��R�132.7% ��#偵"R�105.6% ���偵�R�145.3% ����紕R�160.8% ��S�繧R�
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⑦　カウンセラー派遣: DV被害女性を保護している民間シェルターなど4箇所のNPO

等団体へ女性カウンセラーを派遣し､被害者の心のケアを行う等､自立支援体制の充実

を図ったo

平成15年度 

項目 鼎｢�5 澱�7 l 唐�9回 凵z ll ��"�1 【 �&����3 俘xﾇb�

シェルター(S) 鐙���2 粘"�2 �"�1】 ���2 ���2 �"�ﾂ�2 �#��

4 釘�4! 釘�4 �"�2 釘�2 ��｢��｢�ｷﾃB�l 4 l 釘�42 

シェルター(Ⅰ) �"�2 �"�2 ��"�2 �"�岳2 偵"�2 �"�2 �#B�

4 ��｢�釘�4 釘�ﾂ�4 釘�4 釘�4 釘�4 釘��｢�48 

シェルター(R) ���1 ���ll l ���1 ���0 ���l !0 l ���l 0 途�

2 ���0 �*"�0 �����1 ���E2 ���1 ���9 

シェルター(Y) ���≡2 】 �2�2 �"�2 ���2 ���0 ���1 ��r�

2 ���3∃2 �3 �"�ll �"�0!0 I �2 �����19 

合計 澱�7 途�7 澱�6 迭�6 亦�B�4 澱�5 田��

12 ����ll l 沫R�ﾂ�ll 湯�8 1 ����】 8 唐�ll 湯�118 

※　シェルター名については保護の必要上､頭文字等で表すo

※　上段は訪問回数　下段は相談者数

/ 滴ﾈ��5月 鳴�hﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��1月 �(ﾈ��3月 俘xﾇb�

15年度 澱�7 途�7 澱�6 迭�6 釘�4 澱�5 田��

12 ����ll 免ﾂ�ll 湯�8 ����8 唐�ll 湯�118 

14年度 梯�/ 梯�/ 梯�7 澱�6 澱�6 湯�10 鉄��

/ 梯�/ 梯�/ ����10 ����9 ����17 ��b�82 
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(参　不妊にまつわる悩みの相談:女性産婦人科医師及び助産師が不妊にまつわる様々な

悩みの相談に応え､必要な情報提供を行った｡

･面接相談:毎月第1土曜日､第3金曜日　午後1時から午後4時

平成15年度 

項目＼月 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�1 �"�3 俘xﾇb�(%) 

情報提供 ���0 ���0 ���0 ���0 ���1 ���0 ���4.5% 

1 ���0 ���0 ���0 ���0 ���1 ���2 湯��R�

今の治療の内容と妊娠の可能性 ���2 ���2 ���2 ���2 �"�0 ���0 ��"�54.5% 

他の治療内容.方法など ���0 ���2 ���0 ���0 ���0 ���0 釘�18.2% 

二人目不妊 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���4.5% 

医療機関に対する不満 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0.0% 

パートナーとの関係 ���0 ���1 ���0 ���0 ���0 ���0 ���4.5% 

周囲の人間関係 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0.0% 

自分自身のこと ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0.0% 

子どものいない人生 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0_0% 

仕事との両立 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0.0% 

その他 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���4.5% 

合計 ���2 �"�5 �2�2 ���2 �2�1 ���0 �#"�100.0% 

･電話相談:毎週水曜日　午前10時から午後4時

平成15年度 

項目＼月 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�1 �"�3 俘xﾇb�(%) 

情報提供 迭�5 迭�3 ���4 釘�3 ���12 釘�9 鉄R�18.2% 

4 �"�7 釘�3 ���3 �"�2 ���2 途�38 ��"絣R�

今の治療の内容と妊娠の可能性 湯�10 ��"�ll 釘�5 釘�7 �2�2 �"�5 都B�24.4% 

他の治療内容.方法など �2�0 ���2 ���0 �2�0 ���1 �"�2 ��2�4.3% 

二人目不妊 迭�8 迭�1 �2�1 途�4 ���4 �"�3 鼎B�14.5% 

医療機関に対する不満 �2�1 ���5 ���1 ���4 ���1 ���0 �#��6.6% 

パートナーとの関係 �"�0 ���1 ���0 ���0 ���0 �"�1 途�2_3% 

周囲の人間関係 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0.3% 

自分自身のこと ���1 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0.3% 

子どものいない人生 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0.0% 

仕事との両立 ���0 ���3 ���0 ���0 ���1 ���0 迭�1.7% 

その他 �2�1 澱�4 迭�5 澱�3 �2�4 ���4 鼎R�14_9% 

合計 �3R�28 �3r�34 ��b�17 �#��23 免ﾂ�26 ��b�31 �3�2�100.0% 

⑨　相談員会議

毎月1回､相談事業の進め方についての調整や､社会資源台帳(相談関連機関情報)

の整備等について検討を行うとともに､ 1例ずつ｢事例検討｣を行い､相談員の研鍵

を図った｡
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(2)サポート･グ/レープ

サポート･グノレープの実施

同じ悩みや問題を持つ女性がフアシリテ一夕-を交えて､自分の気持ちを話し合い､相互に支えあうことにより

悩みの解決を図った｡　　　定員:各1 5名

日程 刮�� �6X�ｸ7ﾒ�フアシリテ一夕- 伜����)�B�

5/22.-7/24 冦益｢�10 ��.ﾘ+ﾘ+Rx,冦�,�,F�.ﾘ+ﾘ+Rx/�ﾎｨ.��内藤みちよ 田��

午前 凵``わたし'を主語に話してみたい～ 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

5/22/-7/24 冦益｢�10 ��.ﾘ+ﾘ+Rx*ｨﾔH*ｸ,�,�.ｨ,�*"�杉本志津佳 塔2�

夜間 凾｠なた---- 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

9/3-ll/19 下記を除く 9′24,10/29 ��Yv｢�ﾍ����10 倡�,x.�i�i��,ﾉ�X��ｭhﾅx/�-8.云H.��加藤伊都子 (フ工ミ=1トカウンセT)>クや堺柑ンセラ-) ��#��

9/19/-ll/7 仞�v｢�8 �+�/�,�,ﾘ+�,X,ﾘ,�*�,�+ﾒﾘ耳�｢�竹之下雅代 鼎��

午前 凵`夫との関係～ 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

9/20-ll/8 �7况｢�8 鉄��2��本多利子 ���2�

午後 剞Vしい出発の時かも 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

10/9.23 冦益｢�10 �.ﾘ+ﾘ+X,ﾊ(ﾜH�Jﾚ2�今西康子 鼎b�

ll/13.27 12/ll.25 1/8ー22 2/12ー26 佻�������Wh,ﾉeﾉ|ﾘ/�:h.ｨ,H���(ドーンセンタ-相談スタッフ) 

1/27-3/16 �騅｢�8 �5闔ｩ?�+�7､848986x,ﾈｼ�*ｨ.雲ｲ�宮本由起代 ���"�

午後 劍bしましょう 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

(3)講直の開催

①　女性(わたし)のためのカウンセリング講座の開催

女性が自己実現していくために必要な視点を､カウンセリングの手法を用いて紹介し､自立と女性問題解決に資した｡

定員: 60人　　申込者: 196人　　受講音数: 80人　時間:午前10時から正午

月/日 �6X�ｸ7ﾒ�講師 

1 迭�#���R��ジェンダー-社会と女性の心の健康 ��ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�6�ｩF�985�49mｩ&ｹ%99h5(5X486ﾈ自uｸ*B�

2 迭�#ｉ�R��家族をめぐる法律の知識 ��69��云佩ﾈ贅��

3 澱���R��対等でないパートナー関係～その鰍 ��冏ｸ躡,8���6����985�4ｨ4X98.(*B�

4 澱�ﾂ��R��親と子の関係について 冏ｹ�ﾘ��X覲�6�(垪985�4ｨ4X99<ぴ��

5 澱��ｉ�R��フェミニスト紳カリげを通してみる女性の悩み �'ﾉEh岑椹�2�6ぺ5h5ｨ985飩�4X5h5ｨ6鋳�

6 澱�#R��R��女性のからだのライフサイクル �$ｩ68�Oﾈﾕﾒ�4X488�985�5ｨ985��ｹJ��
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7 途�"��R��自己表現トレーニングを学ぶ① ～二枚人コミュニケーションとJLの基本的人権～ �>�:�-ﾘ+�.b�6ぺ垪985�4ｨ4X99(h爾��

8 途���R��自己表現トレーニングを学ぶ② ～女性と自己表現～ �>�:�-ﾘ+�.b�6�ｨ耳垪985�4ｨ4X6ｨ��8��ｲ��

9 途��b��R��自己表現トレーニングを学ぶ③ ～対人関係の3つのパターン～ 亶ｹgｹu(ｴ��2�6�ｩF�99uｲﾒｨ4X98."ﾒ��

10 途�#2��R��生き方.老い方.死に方 ～介護を通して考える～ ��H鉙�(��云ｸﾎ�B顋X蝌蹌��

ll 途�3���R��自分を大切にする生き方とは 亶ｹgｹu(ｴ��2�6ぺ垪985�4ｨ4X99(h爾��

②　女性関係相談事業担当者研悔荒座の開催

女性関係相談磯謁のスタッフ仔而対敵専P職民間施設スタッフ)を対象に女性相談機関及び相談事務局のあり方､

相談機関の連既などについて謝室形式での研修を行った

定員:60人　受講者数:106人　時間:午後1時30分から午後4時

月/日 �6X�ｸ7ﾒ�講師 

1 澱���R��女性問題とジェンダーの視点/ 亶ｹgｹu(ｴ��2�
話し合い 宙6����985�4ｨ4Xﾈ��

2 澱�ﾂ��R��女性相談と女性相談事業 ��ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�
相談事務局の役割/質疑応答等 宙6ぺ5h5ｨ985��ｹ�ｩ&ｹ%99h5(5X486ﾈ自uｲﾒ��

3 澱��ｉ�R��女性相談の実際 俑��ﾈﾔ韈��
～構成事例を使って～ 宙6�*H5ｨ985����ｩ&ｸ5�5�7Sr��

4 塗�ﾃ#R��R��情報提供とネットワークの仕方 冦�ｨ-ﾘ.H*ｲ�
社会資源情報の集め方.作り方.提供の留意点 宙6ぺ5h5ｨ985籀�饑�%99h5(5X486ﾈ自uｲﾒ��

③　女性のためのCR ･サポートグノレープ　フアシリテ一夕一･スキル育成喜鰹の開催

女性の悩みや被害に対する援助の一環としてのグ/レープを､ジェンダー開場に敏感な楓如ゝら運営し､女性の

社会参画に資するための人材を育成した｡

定員: 32人　　　申込者: 51人　　　受講者数: 36人

月/日 �6X�ｸ7ﾒ�講師 

1 湯�#r�7鋳�対人援助のためのグループとは ��ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�
14:(Xト16:(X) ���+ｸ,ﾈｴ�Eﾈ,h��ｵｨ�����(ド一派ンタ-相談担当コブイかタう 

2 湯�#r�7鋳�グループの流れと7アシリテ-サーのかかわりⅠ 亶ｹgｹu(ｴ��2��6ぺ5h5ｨ985靜�4X985ｨ8�*B�

3 ����"纈��b�3���AクヾJ卜70.Bタ寸Iト70各体験学習 ��ｹ�ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�
11′6.13(木) Aグlレプ 橡��ﾃ�4�8ｸ�ｸ7i�ﾈﾋ�c�Z｢�ﾈﾎ9Kﾃ�-8.云H.ツ�Z｢�(ド一派ンタ-相談担当コit1イホダー) 

～ 8 �(5�.&ﾈ6x6b� �#ｸｷｹgｹu(ｴ��2��6ぺ5h5ｨ985籔�4Rb��

9 免ﾂ��R�｢�グ′レ-プの流れと77mテ-ダーのかかわりII 冏ｹ�ﾘ��ﾈ覲��6ぺ5h7�985�4ｩ'�5ｨ8�*B�

10 免ﾂ��R�7鋳�CR､サポートグループの倫理 ��ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�
～二次被害をおこさせないために～ 宙6�(垪984��ｹ�ｩ&ｹ%99h5&����6ﾈ,8*B�
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④　NPOとの協働事業　フェミニストカウンセリング専門講座の開催

〔理論編〕

女性を対象とした相談事業にかかわる専門家等が､ジェンダーにとらわれない軌点で､女性の自立とェンパワー

メントのための心理的援助を行うために必要な知識と技能を修得するための講座を開催した

定員: 60人　申込者:127人　受講者:124人

月/目 �6X�ｸ7ﾒ�講師 

1 免ﾂ��7鋳�フェミニストカウンセリングとは ��ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�
10:00-12:30 �����ｸ,ﾈ4x987�8�8�986x/�辷�+x.�+ﾘ-�,����(ドーン抄タイ日談担当コiJ/ホクー) 

2 免ﾂ��7鋳�女性の状況をジェンダー分析する 亶ｹgｹu(ｴ��2�～従来の心理学をこえて～ 宙6�ｩ?���985闔ｨﾟ�985ｨ8��ｲ��

3 免ﾂ�#"�7鋳�今､｢家族｣に何が起きているのか �.ﾘ+ﾘ,�-x-�.ｸ-ﾒ�～ジェンダーと自尊感情～ 茶x4x7�6ｨ5�6x4ｨ4X4ｨ8ｨ+�ﾞH4ｨ4X4ｨ8��ｲ��

4 免ﾂ�#"�?�?｢�ケア労働とジェンダー 偸I?ｨ4ﾈ5�8��-介護する側される側～ 宙��68����Xｧxｻ8蹴��

5 姪"��?���性暴力.DV被害のアドポカシー �+y$ｩ�ﾈｹ韈��～法制度の現行と問題点～ 忠]佩ﾈ贅��

6 ��"��7鋳�DV被害女性と医療 ��:������～｢発見｣からトータルな支援まで～ 宙ﾞ9>ﾉ(h匯��ｪ餾XﾜY�ﾈ怦�8蹌��

7 ��"�#��7鋳�′L療内科を訪れる女性たち 傅ﾈ�)=h��或�Y�Xｧx�8ｧyYB�～フェミニストカウンセリングとの連舞～ 俥H��+Y|9>�怦�8蹌��

8 ��"�#��7鋳�DV.性披害とフェミニストカウンセラーの役割り �H�9h�nｸ����4X488�985��y��垪8ｨ985��794�ｸ6鋳�

〔研究コース〕

理論編を修了し､夷熟こ現場でカウンセリングやケースワークにかかわっている者を対象に､グ′レープに分かれ

てC Rを組み入れながらスーパーづヾイザ-とともに検討した｡

定員: 60人　　時間: 10:00-12:30

13:30-16:(刀

(A)福祉･医療･シェルターなどケースワーク的かかわりを必要とする現堤

申込者: 16人　　　　　　　受講者: 16人

1/17(土), 1/31 (土) , 2/14 (土)の3回

(B)中･高･大学等教育の現場でのカウンセリング､生徒指導等の現場

申込者: 12人　　　　　　　受講者: 12人

1/17(土), 1/31 (土) , 2/14 (土)の3回

(C)女性センター､民間カウンセリングルーム等でのフェミニストカウンセリングの現象

申込者: 17人　　　　　　　受講者. 17人

1/10(土), 2/7 (土) , 2/28 (土)の3回

(D) CR､セルフノ〉レプグループなどの現場

申込者: 12人　　　　　　　受講者: 12人

1/10(土), 2/7 (土) , 2/28 (二Uの3回
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3　啓発学習事業

男女共同参画社会の実現のために､ジェンダー問題解決のための啓発活動を行うと
ともに自主的な学習活動を支援した｡

( 1 )女性問題啓発講座の開催
ジェンダー問題に対する正しい理解と認識を深めるための各種講座を開催した｡

(丑ライブセミナー～女性と仕事～

いろいろな分野で活躍している女性を講師として招き､仕事の現場での生の声を

聞くことにより､女性が働き続けることを応援していく講座を開催した｡

定員:各50人　　延参加者数: 272人　　午後2時から午後4時

※3回目のみ午後1時から3時30分

月/日 努籀7ﾒ�講師 ��ﾈﾙ竟"�ﾆ��参加者数 

1 店ﾈ�3�?｢�7鋳�料理研究家の 俑��ﾈ.ｨ*(���70 鉄b�
仕事 ��

2 度ﾈ��)?｢�7鋳�伝統工芸士の仕事 傅ﾈｼｨ閇�"�52 �3r�

3 ���ﾈ�#i?｢�?｢��NPO/NGOで働く 伜)gｸ械�105 田R�

4 ���ﾈ�#i?｢�?｢��編集の仕事 ��ywI*｢�93 田R�

5 �8ﾈ��9?｢�7鋳�領事館の仕事 �,ｹ$ｨｼX���72 鼎��

(診男女共同参画政策に関わる職員のためのプログラム

平成1 2 ･ 1 3年度の調査研究事業により完成したプログラムを講座として実施した｡

初めて男女共同参画政策に関わる職員の方々を対象に､ジェンダーの視点を高め､その視

点を持って事業を推進していくために､参加体験型学習などを通した研修のプログラムを提

供した｡

定員:30人　　申込者数:40人　受講者数:40人　延参加者数二180人

午後2時から午後4時

月/目 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 店ﾈ��Y?｢盈ｒ�世界の流れ.日本の動きを知る ��ﾈｮﾉ�ﾘﾔHﾆ"�

2 店ﾈ�#)?｢盈ｒ�女性情報とは～その特徴と活用方法～ 冦�ｨ-ﾘ.H*ｲ�

3 店ﾈ�#�?｢盈ｒ�講座の企画.運営(1) �?)�ﾉvﾘ������6��ｸ985ｨ985��ｸｮ�i�I��4�8ｸ�ｸ7b�6h4(8ﾈ4�5��ｲ��

4 塗ﾈ綺?｢盈ｒ�講座の企画.運営(2) �?)�ﾉvﾘ������6ぺ985ｨ985��ｸｮ�i�I��4�8ｲﾘ7b�6h4(8ﾈ4�5��ｲ��

5 塗ﾈ��)?｢盈ｒ�ワークショップ ��ﾘ怦*�.IOﾂ�

ー25-



③学校関係者のためのスクール･セク-ラ防止研修講座

"教師から児童･生徒" "生徒から生徒" -のセク-ラについて､どのような行為がセク

ハラなのか､どうすれば防ぐことができるのか､起こってしまった時はどう対応すればい

いのか､各相談機関-のつなげ方､子どもの心のケアなどについて､学校管理者を対象に

スクール･セクハラ防止の方法を考える研修を行った｡

定員‥50人　申込者数125人　受講者数:108人　延参加者数:284人

月/目 度耳爾苒�7ﾒ�講師 

1 度ﾈ�3�?｢��R��教師から児童.生徒-の関わり方 ��ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�
13:30-16:00 ���(轌;�rx,h5ｨ4�6�8�,ﾈｺｸ､Y�ﾈ���(ドーンセンタ-相談担当コーディネーター) 

2 度ﾈ�3�?｢盈ｒ�児童.生徒間のセクハラ 冏ｹ�ﾙy育��～教師はどう関わればよいのか～ 宙5�4��ｸ8ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｺH6ぺ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

3 度ﾈ�3�?｢盈ｒ�性被害が子ども2に与える影響と心 �68�8鳧���のケア 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ馼ｼi%99h5(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ5��ｲ��

④企業向け研修セミナー

男女共同参画を推進するために､事業所等に向けて｢女性の能力活用｣や｢仕事と家庭
の両立｣などの取り組みを積極的に進めていく必要がある｡そこで､事業主及び企業で働く

人を対象に､他国の先進事例や現状を紹介し､職場における男女共同参画を推進するための
方法を考える講座を開催したoなお､大阪府の実施している｢男女いきいき･大阪元気宣言

事業｣とも連携し､講座を展開した｡

定員:60人　申込者数:120人　延参加者数:96人

午後2時から午後4時　全3回

月/目 努籀7ﾒ�講師 

1 祷ﾈ���?｢盈ｒ�社会を変える企業の動き～企業の育 �(i�ｨ�����児支援:企業内保育所～ 忠:�X���Xｧxﾋ靜ｩ[h嶌ｻ8支ﾊHｸh5ｨ985��ｸ�ｻ8���5"ﾘ6h486ﾈ自uｲﾓｨｭﾙgｸ����亥佝��i[y[h峪YHｴﾈ�"��

2 ���ﾈ�#�?｢�竰�女性を活かす企業が伸びる 仞�$ｩ�xﾆH�������ﾈ��ｸ,h覃馼ﾊHｸh��～女性登用の基準づくり～ ��9UﾊI(h匯�XｧxﾊHｸh､ｩJﾘｴ�ﾕﾈｻ8���5(�.(486ﾈ自uｲﾓｨﾝxﾊ倅�����5h��8H�ｸ6粉�5�6r��

3 ���ﾈ�#�?｢盈ｒ�働く女性のためのコミュニケーショ ン.スキル 亶ｹgｹu(ｴ��2�6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8辻��

⑤市民やN POとの協働事業を担当する職員のための研修プログラム

平成1 2 I 1 3年度の調査研究事業により完成したプログラムを講座として実施したo

市民やNPOと行政が男女共同参画社会をめざし､よりよいパートナシップを築いていくた
めに､担当職員として必要なスキルを身につけ､専門性を高めることをめざすプログラムを

開催した｡

定員.30人　申込者数.29人　受講者数=29人　延参加者数‥173人

午後2時から午後4時30分

一26-



月/目 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 ��ﾈ�#�?｢�竰�市民やNPOが参画する事業の意義と協働す �68�8鳧���
ることで広がる可能性 ��

2 ��ﾈ�#y?｢�竰�協働効果が得られる事業設計を考えるために �)YHﾅﾈﾔr�
(∋～企画実施の協働プロセス～ ��

3 �(ﾈ�9?｢�竰�働効果が得られる事業設計を考えるために ��Y$ｨ挟�
2-企画協働から契約実務に至るまで～ ��

4 �(ﾈ��)?｢盈ｒ�協働事業のコミュニケーション �9ｸ皐,ﾈ.育��～市民やボランティアとの関わり方～ ��

5 �(ﾈ��y?｢�竰�協働事業の事業評価 兌)�ﾈ自��

6 �(ﾈ�#I?｢�竰�ケーススタディほか �7H4�5h8ｨ6��ｸ5��ｹ�ﾘ怦*�.IOﾂ�

(昏高齢社会と女性～世界一の長寿国･日本のこれから～

少子高齢化が進み家族のかたちが変化している日本において､高齢者の知識や経験を起業
やボランティアなどのかたちで社会に還元する様子､葬送のあり方が変化している様子など

をジェンダーの視点で考える講座を開設した｡英文情報誌DAWN2003年号と関連D

定員:50人　　申込音数: 108人　　受講者数: 82人　　延参加者数: 122人

月/日 度爾ﾘ7ﾒ�講師 

1 �8ﾈ�#�?｢�7鋳�高齢者力を社会- 伜)69dh��畏)~竟�檍/�.h*ﾒ�～ニューシルバーが拓く21世紀～ �+x.傚y�ｸ,ﾈ橙��Xﾞ9Yｹ�9Uﾂ��

2 �8ﾈ�#y?｢�7鋳�ゆらぐ家族と変わるお墓 �69(h*(+�-ﾒ��Y��魎�4x92�～私が決める､私の人生完成期～ �6h48984�/�ﾖﾈ*h.倡9j�,ﾈ橙�駟k�ｼy+r��

(2)ウイメンズフォーラムの開催

ジェンダー問題の啓発及びドーンセンターの設立趣旨である男女共同参画社会づ

くりを広くPRするために開催した｡

と　き:平成15年12月5　日(金) 13: 30-16:30

ところ:ホール(7F)

定　員:500人　　申込者数:211人　参加者数: 168人　参加費:無料

内　容:第一部　事例発表｢男女いきいき元気宣言｣

㈱帝人　　帝人クリエイティブスタッフ㈱人財部女性活躍推進室　黒瀬友佳子

松下電器産業㈱　　女性かがやき本部事務局長　松田聡子

㈱赤ちゃん本舗　　総務本部人事部部長　六反園和明

第二部　シンポジウム｢働く女性が日本を変える～2 1世紀の企業と社会～｣
コーディネーター:川喜田好意(ドーンセンター相談担当コーディ

ネーター)

パネリスト:脇坂　明(学習院大学経済学部教授)

清水みゆき(財団法人関西生産性本部コンサルティン
グ部課長)

林　誠子(連合副事務局長､ I CFTU-APRO

女性委員会議長)
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4　女性に対する暴力対策･民間等人材育成支援事業

大きな社会問題になっているドメスティック･バイオレンス､セクシュアル･ハラスメント

等の｢女性に対する暴力｣は､多くの人々にかかわる問題であり､男女共同参画社会実現のた
めに解決しなければならない重要課題であるo

地域において様々な相談を受ける機会の多い民間の人々も含めて｢女性に対する暴力対策人

材養成支援講座｣を開催した｡

(1 )女性に対する暴力対策人材養成支援講座｢入門編｣の開催

女性に対する暴力に関する基礎的知識や被害者を支援するために必要な情報を提供すると

ともに､被害者から相談に応じる際のノウハウ等を具体的事例をもとに実践的に習得しても

らうための講義と実習を行った｡

･女性に対する暴力対策人材養成支援講座｢入門編｣第1回

定員　60人　　申込者　78人　受講者数　77人　　延参加者数　368人

時間　午前10時から12時､午後1時から4時15分

月/日 努籀7ﾒ�講師 

1 塗ﾈ�#i?｢盈ｒ�女性に対する暴力とは �'ﾉEh岑椹�2��6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

｢家族｣とドメスティック.,､t1イオレンスにまつわる �'ﾉEh岑椹�2�

神話 宙6ぺ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

男女共同参画社会とは ���育���Xﾞ9Wｹ�hｨ閏h峪YB�&ｨ�ｺI:��柯擺��

2 度ﾈ�9?｢盈ｒ�シヾエンデ-と暴力 ��ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�

～暴力をふるう心理.耐える心理～ 宙6��ｸ985ｨ986y�ｩ&ｹ%99h5(*H5H486ﾈ自uｲﾒ��

実習 被害者の話を聴く時に 俑��ﾈﾔ韈��
(ドーンセンター相談スタッフ) 

実習 事例を通して学ぶ 俑��ﾈﾔ韈��
(ドーンセンター相談スタッフ) 

3 度ﾈ���?｢盈ｒ�女性に対する暴力と警察の取り組み �(in霹)Oﾈ����Xﾞ9Wｸﾇ曳ｹYB��hｨ���9�ﾙk�攤攣+y^(ﾛ"��

被害者の自立に向けての体制と社会資渡 ��ﾘ皐ﾘ�kﾈ�����Xﾞ9Wｸ��ｹ�ｩ&ｸ5ｨ985��ｲ��

支援のときの留意点 �'ﾉEh岑椹�2��6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

･女性に対する暴力対策人材養成支援講座｢入門編｣第2回

定員　60人　　申込者　73人　受講者数　64人　延参加者数　322人

時間　午前10時から12時､午後1時から4時15分
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月/日 努闔｢�7ﾒ�講師 

1 ���ﾈ綺?｢��R��女性に対する暴力とは 俑��ﾈﾔ韈���6��ｸ985ｨ985��ｹ�ｩ&ｸ5�5�6(7B��

｢家族｣とドメスティック.バイオレンスに 俑��ﾈﾔ韈��

まつわる神話 宙6��ｸ985ｨ985��ｹ�ｩ&ｸ5�5�6(7B��

男女共同参画社会とは ��I:���nr���Xﾞ9Wｹ�hｨ閏h峪YI&ｨ�ｺI:��柯擺��

2 ���ﾈ��)?｢��R��シヾ工ンタヾ-と暴力 亶ｹgｹu(ｴ��2�

～暴力をふるう心理.耐える心理～ 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

実習 ��冏ｸ躡,8���

被害者の話を聴く時に 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

実習 ��冏ｸ躡,8���

事例を通して学ぶ 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

3 ���ﾈ���?｢��R��女性に対する暴力と警察の取り組み �(in霹)Oﾈ����Xﾞ9Wｸﾇ曳ｹYI�hｨ���2��ﾙk�攤攣+y^(ﾛ"��

被害者の自立に向けての体制と社会資源 ��ﾘ皐ﾘ�kﾈ�����Xﾞ9Wｸ��ｹ�ｩ&ｸ5ｨ92ﾒ��

支援のときの留意点 ��冏ｸ躡,8����6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

(2)女性に対する暴力対策人材養成支援講座｢専門編｣の開催

｢入門編｣を受講した人､既に地域において被害者支援や相談に携わり､女性に対する暴力

に関する基礎知識を有している人や､相談に応じる機会が多い人を指導するまたは研修する立

場にある人を対象に､ ｢入門編｣に続き｢専門編｣として開催した｡

定員　60人　　申込者127人　　受講者数124人　　　延参加者数　565人

時間　午前10時から12時､午後1時から4時

月/日 度爾ﾘ7ﾒ�講師 

1 �(ﾈ���?｢��R��｢被害者支援の現場から｣ 傅ﾉnﾉ�ﾘ����Xﾞ9Wｸ��ｹ�ｩ&ｸ5ｨ985��ｸ皦ﾛｒ�Oh�9��Oﾂ�*ﾘ.ｲﾘ,簽ﾈ､���ﾄEiNﾘ･��(辷腕�6ﾈ6(6x8��ｸ4粨*�*�+8*凪��

｢DV被害の中の子ども｣ 仗ｩ�(��運ｨ���hｨ育�x郢�ﾚ)nﾈｶY��8郢�ﾙ+r��

1 �(ﾈ�#Y?｢��R��｢DV防止法の現状と課題 �+y$ｩ�ﾈｹ韈��

～被害者保護の視点から～ 忠]佩ﾈ贅��

｢DV.性暴力の被害者心理と �H�9h�nｸ���

PTSD｣ 宙7H4h7�6ｨ5�6x4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

1 �8ﾈ���?｢��R��｢現場からみえるDV被害と ��ﾉJ��騫ﾘ���
支援のネットワーク｣ 窒萎��,h.h,�*�&ｨ�ｺI:��枴�I�俥�&2��蕀�頡ynr�嬰ﾉ(h�8��f曳ｹYHｷ霍ﾙ��蹴��

｢加害者アプローチの試み｣ 仞�ﾘ�U8ﾘr�ｈﾞ���Xﾞ5番4�檍蹴�У�ﾈ7ｨ8ｨ5�6X6(4霆8支���位Hｸh��+r��

1 �8ﾈ��y?｢��R��｢DV対策の今後の課題 ��ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�

～加害者-の対応､子どもの保護～｣ 宙6��ｸ985ｨ985��ｹ�ｩ&ｹ%99h5"ﾘ6h486ﾊ)fﾒ��

｢二次被害を防ぐために 亶ｹgｹu(ｴ��2�
～支援者の倫理～｣ 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��
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5　女性の能力開発･ネットワークに関する事業

女性の社会参加･参画を促進するため､女性の能力の開発･育成に必要な講座等の開催や支

援事業を行い､女性団体･グループの交流の活性化を図った｡

(1)女性グループ･ネットワークのための組織開発講座

講座開催に先がけて､ <ケーススタディ>をシンポジウム形式で実施したo

R時　平成15年10月26日(日)　14:45-16:45

定員70人　申込者数.105人　受講者数:65人

｢NPOを起業する～新しい働き方の提案～｣

社会貢献をめざし､企業や行政にない働きがい､社会的使命感(ミッション)に重きをお
いた｢NPO｣を働き方の選択肢の一つとして考える人が増えてきている｡

グループからNPO法人を立ち上げ､社会システムの変革をめざす活動を展開しているN
poから活動の魅力､組織運営などの事例を聞く｡企業や行政でもない民間非営利セクター

としてのNPO､社会起業家としてのNPOという｢新しい働き方｣について考えた｡
コーディネーター　LLI本　麗子(特活)宝塚NPOセンター事務局次長

パネリスト　　　　森屋　裕子(特活) NPOフイフティ･ネット代表理事

森山　順子(特活)女性と子どものエンパワメント関西事務局長

山田　裕子(特活)大阪NPOセンター事務局長

｢NPOを起業する　女性グループ･ネットワークのための組織開発講座｣

男女共同参画社会の実現をめざして活動している女性グループが､抱えている問題や課題
を解決するために､様々なスキルを身につけ､グループのエンパワメントを支援する講座を

開催し､グループ間のネットワークの形成を促進した｡

定員: 50人　　申込者数:概論とケーススタディ28人､実践32人､全回14人

受講者数:概論とケーススタディ23人､実践26人､全回14人　延参加者数: 327人

時間:午前10時30分～12時30分､午後1時30分～3時15分

A :概論とケーススタディ

1/29 (木) 佻����男女共同参画社会をめざすNPOとその役割 �68�8鳧���

午後 泌��ﾘ,ﾈ5H7ﾈ�ｸ6x5h5�6X8��山田裕子 

2/5 (木) 佻����<ケーススタディ> (特活)チャームCHARM ��)m謁ﾘﾆ(���

午後 栃5��ｸ5�5�5�6h4#��吋8�2�*�/�,�,ﾉmｨ,Y�Xﾞ8,ﾈ･�/���.���小山琴子 
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B　実践(ワークショップを通して)

2/12 (木) 佻����NPO法人の申請から認証まで 儻ｹj��:��I��ｲ�～担当職員による申請の実務Q&A～ 泌��4�8ｸ�ｸ7b�

午後 泌���h,亊h+x.舒��)&ﾘ��新居誠一郎 

2/19 (木) 佻����ﾍ�2�年間事業計画の立て方 伜)gｹ~ﾘ���事務局の運営､役割とは ��

2/26 (木) 佻����ﾍ�2�ボランティアとの関わり方 �9ｸ皐,ﾈ.育��コミュニケーションスキル､会議の持ち方 ��

3/4 (木) 佻����ﾍ�2�市民活動のための財源獲得､助成金の取り方 冲ﾉ695I�2�～助成金をとるための企画書のつくり方とは～ ��

3/ll (木) 佻����ﾍ�2�支援者を増やすための広報戦略､ 冲ﾉ695I�2�プレゼンテーション ��

3/18 (木) 佻����ﾍ�2�NPOの事業評価 兌)�ﾈ自��

3/25 佻����これからのプランとネットワークづくり �68�8鳧���

(木) 凵`組織を維持､活性化していくために～ ��

(2)女性と仕事創発事業の実施

社会的に意義のある仕事を自ら創りだし､自立と自己実現を図る新しい働き方をしようと

する女性に対して､女性と仕事創発に必要な支援を行った.

①女性のチャレンジフェア｢いま元気!女性のチャレンジ大集合! !｣

国際的にみて女性の活躍度が低いなか､社会経済の構造改革を進めるためにも重要な

女性のチャレンジを支援するためのフェアを開催した｡

目時:平成15年10月25日(土) ～26日(日)

企業･NPO事例展示と即売･各種相談　｢女あきんど秋祭り｣ 1, 900人

25日: 10:30-12:00　オープニング特別講演

テーマ｢組織で開花!女性のキャリアステージ｣

講師:小林由紀子(ドラマ･プロデューサー､株式会社リスプラン代表)

定員:500人　　申込者数:300人　受講者数:300人

26日: 10 : 30-12 : 30　講演

テーマ｢大丈夫!仕事も子育ても～働き続けることo　そのチャレンジ

が未来を拓く｣

講師:上田理恵子(株式会社マザーネット代表取締役)

定員: 70人　　申込者数:　70人　受講者数:70人
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13ニ30-16:45　講演&シンポジウム

テーマ｢NPOを起業する～新しい働き方の提案～｣

第一部｢NPO/NGOで働く｣

講師:山本　愛((特活)アジアボランティアセンター専任職員)

(ライブセミナー女性と仕事Part28再掲)

第二部｢シンポジウム　NPOを起業する～新しい働き方の提案～｣
コーディネーター:山本麗子(特活)宝塚NPOセンター事務局次長

パネリスト　　:森屋裕子(特活)フイフティ･ネット代表理事

森山順子(特活)女性と子どもエンパワメント関西
事務局長

山田裕子(特活)大阪NPOセンター事務局長

(女性グループ･ネットワークのための組織開発講座　再掲)

定員:70人　　申込者数:105人　受講者数:65人

14 : 00-16 : 00

テーマ｢編集の仕事｣

講師.千葉　潮(編集事務所･アルゴ代表)

定員:50人　　申込者数:93人　受講者数:65人

(ライブセミナー女性と仕事Part29再掲)

6　調査研究事業

平成1 3 ･ 1 4年度の調査研究事業の取組を踏まえ､ドーンセンターとNPOとの協働を更

に推進するため､ ｢NPOとの協働推進専門委員会(仮称)｣の実践的検討として試行的な運営

を行うとともに財団における組織的な位置付けについても具体的に検討した｡

また､府の補助事業である共催事業については､より公平性･透明性を高めるため､従来の適

否を申請の都度内部の合議で行ってきた方式から､プレゼンテーションによる企画提案を､外

部委員も参画した選考委員会の審査評価を交え決定する方式に変更し試行実施した｡

①検討委員会の設置(年7回の調査･検討委員会を実施)

検討委員
･尼川　洋子(前　ドーンセンター企画推進グループディレクター)

･九本　郁子(ドーンセンター運営推進委員会座長)

･水谷　綾(大阪ボランティア協会NPO推進センター　インキュべ-トアドバイザー)

･弘本　由香里(大阪ガスエネルギー･文化研究所客員研究員)

･斉藤　和也(大阪府生活文化部男女共同参画課課長補佐)

･松田　隆雄(ドーンセンター事務局長)

･小西二三子(ドーンセンター企画推進グループディレクター)

･田上　時子(ドーンセンター企画推進グループ事業担当コーディネーター)

･川喜田　好恵(ドーンセンター相談担当コーディネーター)

アドバイザリー委員
･粉川　一郎((特活) NPOサポートセンター事務局長/コミュニティ･シンクタンク

｢評価みえ｣代表理事)

②NPOとの協働推進システムに関する意見交換･検討会議
(平成15年5月29日､ 6月13日､ 8月27日､ 9月24日､ 11月7日､

平成16年1月14日､ 1月28日開催)

③共催事業選考委員会の開催
(第1回　平成15年8月5日､第2回　平成15年11月21日)
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7　文化表現事業

女性による文化･表現活動を支援するとともに､女性に対する固定的なイメージや

社会意識の変革をめざす映像作品の上映や､舞台芸術作品の公演等を行った｡

(1)女性映像フェスティバル2003

女性の視点による映像文化の発展と映像分野-の女性の参画の促進を図るため女性監督作
品等の上映を行った｡

日時:平成15年12月5日(金)･6日(土)　参加者数:316人

会場:ホール(7F)･視聴覚スタジオ(5F)

作品: ･｢ガイア･ガールズ｣ (監督　ジャノ･ウィリアムズ&キム･ロンジノット

トーク｢闘う女たち～強くなることで女たちが得るもの～｣

ゲスト:長与千種(女子プロレスラー/ガイア･ジャパン)

インタビュアー:島崎　今日子(ライター)
･｢350元の子｣　監督　リー･リン

･｢家族プロジェクト｣　監督　チョ･ユンギョン

･｢響き合うこころ～歌に生き仲間と生きる～｣　監督　タハ二･ラシュド

･ ｢自分らしく生きる～やわらかい家族のかたち～｣監督　ジャン･バジェット

･｢医師クローデットの場合～アフリカの大地で～｣監督　リズ･エティエ

(2)ビデオ講座～学校､教育現場の総合学習に活かせるビデオづくり～

小･中学校教員などを対象に､学校教育の総合学習に活かせるメディア･リテラシー(メ

ディアを主体的に読み解く力をつける)のためのビデオ教材を制作した｡またメディアが子

どもにどのように影響を与えるのかについても考えたo

<公開講座のみ>　定員:50人　申込者数:42人　　受講者数:42人

定員:30人　申込者数:21人　延受講者数:78人

延参加者総数: 120人

時間:午前10時から12時30分､午後1時30分から4時

月/日 度爾ﾘ7ﾒ�講師 

1 度ﾈ�#�?｢�竰�<公開講座> 理論編:子どもとメディア～メディアが子どもに 与えている影響とメディア.リテラシー～ �68�8鳧���

2 嶋ﾈ綺?｢�竰�ビデオを使つてのワークショップ 番組テーマを決める �6��ｸ92�7(6h4�8�486r�

3 嶋ﾈ繪?｢粟���撮影してみよう! スタジオ収録の実習 �ｩEieh�8����7(6h4儘影ｴ�ｴ�ﾔR��

4 嶋ﾈ���?｢�竰�編集機､パソコンを使ってのビデオづくり(丑② �6��ｸ92�7(6h4�8�486r�

5 嶋ﾈ�#)?｢粟���編集機､パソコンを使ってのビデオづくり③ �68�8鳧���まとめ(できあがったビデオを使つてのプレゼン ��

チ-シヨン) �6��ｸ92�7(6h4�8�486r�
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(3)女性芸術劇場の開催

女性の手による女性の視点を持った舞台芸術公演を開催したD

第9回女性芸術劇場
｢劇団青い鳥　A･LIVE　ポロロッカ～料理･掃除･洗濯～｣

作:芹川　藍･葛西佐紀

演出:芹川　藍

日時:平成16年2月28日(土)129日(目) 14:00-

ところ･ホール　　　定　員:各回500人　　延べ数:892人

前売り:2, 800円　　当日:3, 300円

(4)海外女性監督ビデオ作品の収集･加工

わが国で未公開の女性監督のドキュメンタリー等を独自に収集し､日本語に翻訳加工し

ライブラリーで視聴･貸出サービスを行い､広く府民の活用を図ったo

また､行政､学習･教育機関や団体･グループ等の研修教材として活用できるように販売

も行った｡

作品名 豫I<"�製作年 倬隴B�種別 

家族プロジェクト:父の家 �6�8り8h984ﾘ8�92�2002年 鉄)Z｢�ドキュメンタリー 

8　国際交涜事業

( 1 )海外向け英文情報誌の発行

ドーンセンターの知名度を高め､情報集積を促進するとともに､センターの活動や日本の

民間レベルの女性問題情報を海外に発信するため､海外向け情報誌をN P Oと協働で発行し
た｡

･発行時期　　平成1 5年12月

･部数　　　　3, 000部

･規格　　　　A4版　12頁

･配付先　　海外120カ国(政府･国際機関､ NGOなど約350カ所)

国内6 50カ所(女性関係施設､図書館など)
･企画会議　次の委員などからなる企画会議を設置し､編集基本方針や

記事内容､執筆依頼先等を決定した｡
<企画委員>　井上　はねこ(編集工房アミ主宰)

タマラ　スウェンソン(大阪女学院短期大学教授)

西尾　亜希子(大阪女学院短期大学特任講師)

田代　異朱子(高齢社会をよくする女性の会･大阪事務局次長)
<編集担当>　千葉　潮(編集事務所　アルゴ代表)
･基本方針　｢高齢社会と女性｣をキーワードに､日本の現状を海外へ発信したo

34-



英文情報誌DAWN　記事割り　(高齢社会と女性)

内容 俯yTﾘ�"�

P1--3 俘)~竟(,ﾈ鰄,)|ﾘ,hﾆ��/���檍,乖�*�+r�山田芳子 (高齢社会をよくする女性の 会.大阪) 

P4-5 俘)~竟(*ｨ齷Zｨ齷�x,ﾈ4x986h4(984�/�ﾖﾈ*h.�,�,xﾘ)~竟(,��(D田中いずみ 

関する自主グループの紹介 

①大蓮寺.エンディングを考える市民の会 

②特別養護老人ホーム｢故郷の家｣ ��g�哩���

③NPO法人｢アイアイネット｣ �(皐�8椹���

人生のターミナルを前にホスピスケア ��
･淀川キリスト教病院ホスピス 

P6 �5(8�8�ｨﾘ)~陋ｹn)��,ﾈ�(.ｨ+ﾙ�Il｢�タマラ.スウエンソン (大阪女学院短期大学教授) 

P7 �48985�7(8X�ｳｩVﾉnﾈﾛ)&ﾘｬI<"�井上はねこ 

映画｢百合祭｣の制作にあたって 忠](�ﾔ影ｸ4�7韶Xﾜ鋳�

P8-9 �(ﾘ)~竟�檍/�.h*ﾘ+x.傚y�ｸ,ﾈ橙��Xﾞ:8,ﾈｨ�:���樞�田代異朱子 (高齢社会をよくする女性の 会.大阪) 

Plo--ll �5x4h985��ｸ,ﾈ雹5�,Xﾊ�.�?ｩgｸ,ﾈﾘ)~竟�橙�小松満貴子 (ジェンダーと制度研究室主 

～高齢社会白書を読み解く～ 儘ｺIY�ﾌ��ﾈ����XｧyO��ﾘｼ鞅X蹌��

P12 �6��ｸ985ｨ985��ｸ馼ｼh��樓(��ｸ,ﾈ6�888ﾈ985x7H4h4�2� 

(2)海外女性ネットワーク事業

海外女性のNGO ･ NPOとの交流を深め､共通する課題の解決や女性の地位向上につ
いて協力できる関係を築いていくため､日本の女性グループ等と連携して､海外女性NG

O等とのネットワークづくりを支援する催しを開催した｡

(丑｢女性差別撤廃条約をパワーアップ～選択議定書と間接差別～｣

日時:平成15年9月28日(日)　　場所:特別会議室

講師:ショップ･シリング国連cEDAW委員

共催団体:女性差別撤廃条約･選択議定書の批准を促進する会

② ｢ジェンダーエンパワメント･ワークショップ｣

日時:平成15年12月16日(火)　場所:ホール

講師:アンディ･ヒクソン

共催団体:Beフリー
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9　共催事業

NPOとの協働モデル施設としてセンターを利用して行われる事業の内､男女共同参画社会
づくりの啓発･ PR効果の高いもの､財団独自では実施困難なもので､事業効果の高いものに

ついて､積極的に共催事業として実施した｡

月/日 �6X�ｸ7ﾒ�場所 仄Hﾜ9�ｨ詹_ｲ�参加者 数(鍾) 

1 塗ﾈ�#�?ｨ���(ﾈ�#�?ｨｦR�7鋳�連続講座｢女性と地域活動｣ �5ｨ7�6�ｨ��ﾂ�LEO-NET ��#��ﾂ�

2 塗ﾈ�#�?｢�7鋳�ネパールの大都市における母子 健康とコミュニティのプロジェ クトについて 倩ｹ*隕�5�5�5x4��アプラ.ジャパン ��y�ﾂ�

3 度ﾈ�)?｢��R��ア刈カン.ソサエティ.フォーラム ��X檍ｶ8��アメリカ総領事館 鼎��ﾂ�
｢20世紀のアメリカ女性史｣ 刳ﾖ西7刈カンセンター 

4 嶋ﾈ�)?｢�7鋳�おはなしくじらの手記の朗読と 体験者のお話 ｢女たちの太平洋戦争～15歳の 手記～｣ 倩ｹ*隕�5�5�5x4�� 鼎)�ﾂ�

5 祷ﾈ�#�?｢�?｢��女性差別撤廃条約をパワーアツ �<�¥ｨ檍ｶ8��女性差別撤廃条約. 選択議定書の批准 ��#��ﾂ�
プ～選択議定書と間接差別～ 凾�｣進する会 

6 ���ﾈ紵?｢�7著���アジア理解セミナー｢女たちが 倩ｹ*隕�5�5�5x4��ﾂ�(特活)アジアボラン �#Ci�ﾂ�
12月16日(火) ���*ﾚH4�5x4�,ﾉj)x�2��6X4(4�5ｨ985��ｲ��d2��

7 ���ﾈ�#9?｢盈ｘ���ワーキングウーマンのための ��X檍ｶ8��ウイメンズ.メンタル 都��ﾂ�
12月18日(木) �(齷Zｨ,俾��ﾘ/�鰄,)�9yﾘｧr�ｧ做ｸ橙��+8,籀,i�Xﾞ2�

8 ���ﾈ���?｢�7鋳�映画｢歌追い人｣の上映とミニ ライブ&トーク �7ｨ�ｸ8ｲ�シネ一ヌーヴオ ��cI�ﾂ�

9 ���ﾈ��?｢�7著���映画｢満山紅柿｣&｢小川プ 倩ｹ*隕�5�5�5x4��プラネット映画資 田��ﾂ�11月2日(日) �8ﾙdｹn(ｴﾊ87�8ｸ8ｨ98防柯ﾝX､ﾒ����8肪�几��ﾘ��ｭ��

10 ���ﾈ繪?｢�7鋳��女性のための｢協調的交渉術｣ �(h檍ｶ8��ﾂ�協調的交渉術を進 �#��ﾂ�12月13日(土) �8��ｸ4�5h8x6(7b��-�.���

ll ���ﾈ��Y?｢�7鋳�フォーラム"輝けニューシル �7｢ﾘ�ﾈ8ﾂ�高齢社会をよくす �3S��ﾂ�ノミ-" 凾髀乱ｫの会.大阪 

12 ��(ﾈ��i?｢�竰�ジェンダーエンパワメント. ワークショップ �7ｨ�ｸ8ｲ�Beフリー 田��ﾂ�

13 ��ﾈ�#�?｢��R����次世代のためのインセンティ ��X檍ｶ8�� �#��ﾂ�2月25日(水) �7h5ｨ7�6��ｲ�俾�Hｸh橙�

14 �(ﾈ��Y?｢�?｢��疲れていませんか､援助者の �7�7H4��ｸ7ﾘ92� �#3��ﾂ�
あなた �5り5�7��ｸ5�� 

15 �8ﾈ緤?｢�7鋳�中東女性グループ招聴事業 �<�¥ｨ檍ｶ8�� 塔i�ﾂ�

16 �8ﾈ纖?｢�笘���金子みすゞを考える-パネル �7ｨ�ｸ8ｹ�ﾂ�株式会社大阪映画 ����9�ﾂ�
3月17日(水) �5r阮h柯�8肪h6x�ｸ4簫��5ｨ985��ｲ�
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10　広報事業

ドーンセンターの設置日的､施設概要､主催事業などの周知を図り､センターの利用と

事業-の参加を促進するため､ ｢DAWN～おおさか発女と男の情報誌～｣の発行やホーム
ページ(httt):〟mdawncenter.or.lD/)ほか､センター主催事業のチラシ等を作成し､

各種媒体を用い広報活動を行った｡

(1)　情報誌『DAWN』 ～おおさか発女と男の情報誌～の作成

ドーンセンターと大阪府と共同編集でドーンセンター主催講座･イベントの案内

グループの活動紹介､センター施設紹介､行政情報等を内容とする情報誌を作成し､

都道府県をはじめ府内外の女性関連施設､市町村女性政策関連行政機関､図書館等
に配付したo
･発行時期　6･9･12･3月

･部　　数　20, 000部

･規　　格　A4版　12ページ

(2)　利用案内パンフレット等の作成

ドーンセンターの設置日的､施設概要､主催事業などの周知を図り､センターの

利用と事業-の参加を促進するため､施設利用パンフレット､センター主催事業の

ちらし等を作成した｡

11　-時保育事業

子育て中の人々のドーンセンター利用を促進し､講座等事業-の参加を支援するため一時

保育事業を実施した｡また､事業運営にあたっては､民間の保育運営手法を取り入れ､より
一層の事業効果を高めるため公募プロポーザルを実施し､最優秀企画提案N P Oとの協働に

より一時保育事業の活性化に努めた｡

(1)　実施内容

(∋　主催事業の一時保育

センター主催事業参加者を対象として､一時保育を実施した｡

②　定期保育

ライブラリー等のセンター利用者を対象として毎週木曜日(午前･午後)と第2 ･ 4

火曜日(午前)に実施した｡
･保育時間(9:30-12:30､ 13:30-16:30)

③　｢こどもの-や｣の貸し出し

センター施設を利用する団体･グループが保育を実施する場合に､ ｢こどもの-や｣の

貸し出しを行った｡

④　保育協力者　　26名(平成16年3月31日現在)

保育協力者については､大阪府内の女性関係施設における保育ボランティア養成講座

修了生､保育経験者､保育士･幼稚園教諭等の資格所有者及び資格取得見込み者(学生)
を中心に募集したo

⑤　保育協力者の定例会
｢こどもの-や｣の自主的な運営を行うため､保育協力者の参加のもと､保育活動状

況や､ ｢こどもの-や｣の運営等についての定例会を月1回開催した｡
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(2) ｢こどもの-や｣の利用状況

l l 偃Xﾜ8馼ｼb�剪闃喆ﾛ育 劔�ﾘ�ﾈ��Ht"�合計 ①+②+(卦 

開催日数(∋ 倡�,x.��B�保育協力者数 丶ｨﾜ9?ｩ�Ht��子ども数 兢ｸ支ｺi|ﾘ尸�B�

4月 ���0 ���10 鼎��20 途�17 

5月 �2�13 唐�12 鼎��27 湯�24 

6月 澱�31 �#��8 �#R�18 ����24 

7月 湯�64 �#��7 �#��14 途�23 

8月 澱�6 ��"�10 鼎��20 湯�25 

9月 ���0 ���9 �3r�21 ��"�21 

10月 釘�18 ����ll 鉄��28 ��R�30 

11月 ���0 ���9 鉄"�26 ����28 

12月 ���0 ���9 鼎��24 湯�18 

1月 ���0 ���9 鼎��21 澱�15 

2月 迭�10 ����10 鉄R�28 途�22 

3月 ���0 ���9 鉄��24 湯�19 

15年度計 �3B�144 �����113 鼎湯�271 �����266 

9年度計 ��#��431 �3���92 ��ﾃ3途�584 ��S��364 

10年度計 塔2�366 ���2�112 ��ﾃ#sR�503 涛R�290 

11年度計 鉄��228 ��#r�114 ��ﾃCc2�562 ���b�271 

12年度計 田b�251 ��s"�114 ��ﾃ����501 ���r�287 

13年度計 都B�336 �����120 塔c��405 塔��282 

14年度計 �32�49 都��105 田ヲ�314 塔2�221 
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第2　施設の管理

大阪府から委託を受け､ドーンセンターの管理運営を行うとともに府民にホールや

会議室の貸し出しを行った0

1　来館者数

(単位:人)

会議室等 �7ｨ�ｸ8ｹ9��ライブラリー 倩ｸ���その他 俘xﾇb�1日平均 

4月 ��Rﾃss2�8,020 迭ﾃ3���0 ��ﾃ#sR�30,376 茶#Y?｢���ﾃ#�R�

5月 ��RﾃC���7,410 澱ﾃ����87 ��ﾃC#��30,409 茶#Y?｢���ﾃ#�b�

6月 ��rﾃ��r�10,850 澱ﾃCS��24 ��ﾃC�2�36,723 茶#Y?｢���ﾃCc��

7月 ��rﾃS湯�9,230 途ﾃ����30 ��ﾃScR�35,443 茶#i?｢���ﾃ3c2�

8月 ��BﾃcS2�ll,065 途ﾃ#C��29 ��ﾃ3モ�34,383 茶#y?｢���ﾃ#s2�

9月 ��Rﾃ鼎"�9,810 迭ﾃcc��24 ��ﾃ#���32,664 茶#9?｢���ﾃC#��

10月 ��rﾃcSB�12,340 途ﾃ�32�21 �"ﾃ#�r�39,265 茶#i?｢���ﾃS���

11月 ��づ�3"�ll,248 澱ﾃ�#��107 ��ﾃゴ��37,459 茶#I?｢���ﾃSc��

12月 ��"ﾃ#湯�9,385 �2ﾃs迭�72 ��ﾃc唐�27,249 茶#9?｢���ﾃ�コ�

1月 免ﾂﾃ����8,980 迭ﾃCCr�102 ��ﾃ#Cb�27,693 茶#9?｢���ﾃ#�B�

2月 �#RﾃC3r�9,380 迭ﾃCッ�ll �"ﾃs�b�43,030 茶#I?｢���ﾃs�2�

3月 ��bﾃ�Sb�9,800 迭ﾃC#��41 ��ﾃc途�33,123 茶#Y?｢���ﾃ3#R�

15年度計 ��唐ﾃャ��117,518 都�ﾃ�迭�548 ��津ssb�407,817 茶#妬?｢���ﾃ3s��

14年度計 ��sRﾃc3r�116,580 都づs�b�440 �#2ﾃャ2�395,246 茶#�9?｢���ﾃ3C��
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2　会議室･ホール等の利用

各種グループが女性の自立並びにあらゆる分野-の参加及び参画を促進する目的を

もって行う学習活動等の催物の開催場所として､ドーンセンターの会議室やホールな

どを貸し出したo

なお､センターの設置目的に支障のない範囲において､府民の健全で文化的な集会

及び催物等の実施対しても会議室等を貸し出したo

また､平成14年10月より大会議室及び中会議室､各1室増設を行ったo

(1)利用状況

(丑　会議室等の利用率

会議室等(港) 劔ホ-′レ (%) 梯ビ｢ﾓvﾒ��5�7x�ｨ耳5��３��合計 (%) 

会議室 刎���調理室等 傅ﾈﾇb�

4月 田b�2�50.0 鼎"纈�58.8 鉄"���13.3 鉄b紕�

5月 田r絣�35.3 鼎�絣�57.5 鼎����25.3 鉄R�2�

6月 都�縒�41.3 鼎b紕�62.3 鉄ゅr�25.3 田�絣�

7月 田B纈�48.7 鼎2���57.8 鉄R���29.5 鉄b紕�

8月 鉄b�2�46.9 �3�綯�49.0 田R紕�22.2 鼎ゅR�

9月 田ゅ��45.7 �3偵��59.1 田偵b�31.9 鉄ゅ2�

10月 田R繧�43.6 �3偵r�57.1 田��2�57.7 鉄r�"�

11月 都2���55.6 鉄"繧�66.3 田"絣�69.4 田b�"�

12月 鉄b絣�44.2 �3"絣�49.3 田"�2�53.6 鉄����

1月 鉄r���42.0 �32���49.5 鉄�縒�29.0 鼎ゅb�

2月 田ゅR�45.8 鼎R�2�60.4 田����44.4 鉄偵r�

3月 田b纈�40.7 鼎B絣�58.7 鉄b���36.0 鉄r絣�

15年度計 田"綯�45ー0 鼎�纈�55.3 鉄r繧�36.3 鉄b�"�

14年度計 田R縒�51.4 鼎��2�57.7 鉄偵2�32.7 鉄b綯�

②　利用目的別比率

種別 冦ｩ4�>�y駅�３��劍自Lｩy駅��３��
財団主催講座等 �6��&9�ﾂ�その他 俘xﾇb�

会議室等 ���2�29.1 ��e��48.4 鉄�綯�

ホ-′レ 釘�2�5.7 ��ゅ��19.7 塔��2�

ハ07汁マンス.ス/(-ス �"繧�9.0 �#2�2�35.1 田B纈�

計 ��絣�27.4 ��r繧�46.7 鉄2�2�
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(診　曜日別､時間帯別利用率

種別 剏ﾟ前(%) 佻�2３��夜間(%) 佗b�
(9:30-12:00) 茶�3｣��ﾓ�s｣����(18:00-21:30) 窒R��

会 義 室 等 兌ﾙ?｢�47.1 田r�"�48.6 鉄B�2�
土曜 田偵"�93.0 鼎ゅ��70_3 

日曜 鉄r絣�91.6 ��ゅr�55.9 

小計 鉄"綯�75.8 鼎2紕�55.3 

ホ 1 ノレ 兌ﾙ?｢�57.9 田R綯�35.4 鉄2���土曜 都B���92.0 鉄b���74.0 

日曜 都b絣�84.3 �#2絣�61.4 

小計 田2纈�73.3 �3b繧�57.8 

ハ○フォーマン ス.スヘ-ス 兌ﾙ?｢�19.0 �#R���29.2 �#B紕�土曜 鉄B���82.0 �3ゅ��58.0 

日曜 田ゅb�80.4 �3�紕�60.1 

小計 �32紕�44.3 �3����36.3 

合計 兌ﾙ?｢�46.3 田R�"�47.1 鉄"纈�

土曜 田ゅr�92.5 鼎ゅb�69.9 

日曜 鉄ゅ��90.7 ��偵R�56.4 

小計 鉄"�"�74.2 鼎"綯�56.2 

3　視察対応

全国の行政関係､女性団体･グループ及び海外からの視察を受け､センター設立

の趣旨･目的並びに事業概要の説明を行った｡

行政関係 刳e種団体 凾ｻの他 剄㈹v 

件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�

15年度計 ��B�273 澱�216 澱�59 �#b�548 

14年度計 �#��203 澱�139 唐�98 鼎2�440 

4　グル-プ活動の支援等

ドーンセンターを定期的に利用するグループの活動支援と利用の促進及び交流を

図るため､次のとおり施設の提供等を行った｡
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(1)グループロッカーの設置

グループが学習等の活動を行うために必要な物品を保管するとともに､グループ相

互の情報交換場所として､センター内にグループロッカールームを設けたo
･利用団体数　123団体･グループ(平成16年3月31日現在)

(2)メールボックスの設置

各団体の活動に関する情報交換のための資料等郵便物の配達を受けるため､平成14

年11月より､センター内にメールボックスを設けた｡
･利用団体数18団体･グループ(平成16年3月31日現在)

(3)登録団体制度の実施

男女の自立とあらゆる分野-の参加･参画を促進することを目的として､ドーンセ

ンターを定期的に利用するグループを利用者団体として登録し､優先的にセンターを

利用できるよう､一般の利用申込受付に先立って､利用申込を受け付ける制度を実施

した｡　･登録団体数188団体･グループ(平成16年3月31日現在)

(4)ワークステーションの運営

ワークステーションに印刷機等の機器類を設置し､団体･グループ等の自主的な活

動のために必要なちらし･資料等の印刷やコピー､木工作業等の軽作業を行うことが

できる無料のスペースを提供した.
･設置機器　　印刷機､コピー機､紙折機､裁断機､製本機､木工電動工具

く利用状況〉

利用者数(人) �8ﾟﾈｴ�y駅�&9�ﾉ�B�ワープロ利用団体数 

4月 �#c"�78 ���

5月 �#�2�84 ���

6月 �#ヲ�122 迭�

7月 �#�2�113 �"�

8月 �##��103 唐�

9月 ��C��78 ���

10月 ��c"�103 �"�

11月 ��SR�100 ���

12月 ��#��95 ���

1月 ���r�74 ���

2月 �����62 �"�

3月 �#�B�114 ���

合計 �"ﾃ#���1,126 �#2�
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(5)情報交換プラザの運営
センター内外で行われる各種行事の情報提供及びグループ活動の交流や情報の交

換が行えるよう､ 1階の情報交換プラザにおいてグループ･団体､行政機関等のち
らしやパンフレット等を配布した｡

府庁関係 俛���ﾉWｸﾊr�市町村 ��ﾈ,ﾈ��ｸ5ｨ985��ｲ�自主グループ 俘xﾇb�

15年度 �3#��108 都#B�215 塔コ�2,261 

14年度 �3CB�73 鼎迭�205 涛CB�2,061 

第3　財団の運営

1　理事会の開催

第32回

第33回

第34回

平成15年4月23日(水)

内　容:理事の選任(変更)について

監事の選任(変更)について

平成15年6月26日(木)

内　容:平成1 4年度事業報告及び収支決算について

平成1 5年度収支補正予算について

平成16年3月26日(金)

内　容:平成1 5年度収支補正予算について

平成1 6年度事業計画及び平成1 6年度収支予算について

NPOとの協働専門委員会の設置について

財団規定の一部改正について

次期理事長の互選について

財団｢新･ 10年プラン｣策定

2　ドーンセンター運営推進委員会の開催

ドーンセンターの機能を十分に活用し､有効かつ円滑な事業運営を図るため､ドーン

センター運営推進委員会を開催し､種々の意見､提言をいただいた0

第26回　　　　平成15年7月25日(金)

内　容:平成1 5年度事業計画について

NPOとの協働に関する調査状況について

登録団体制度の見直しについて

第27回　　　　平成15年12月19日(金)

内　容:平成1 5年度事業経過について

平成1 6年度ドーンセンター事業方針について

登録団体制度検討委員会発足について

第28回　　　　平成16年3月5日(金)

内　容:平成1 5年度事業経過及び今後の事業運営について

NPOとの協働の調査検討について

登録団体制度の検討について
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平成15年度　財団主催事業イベント実施一覧
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参　考　資　料



財団法人大阪府男女共同参画推進財団

設　立　趣　意　書

1975年の｢国際婦人年｣及びこれに続く｢国連婦人の10年｣を契機として､世

界各国では､女性の地位向上や女性に対するあらゆる差別の撤廃に向けての取り組みが

積極的に進められてきましたo

我が国においても､男女雇用機会均等法の制定をはじめ国内関係法の整備を行い､

｢女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣を批准するとともに､新国内

行動計画を策定し､女性関係施策を推進しております｡

大阪府においても第1期､第2期行動計画に続き､平成3年9月には第3期行動計画

｢女と男のジャンプ･プラン｣を策定し､知事を本部長とする大阪府女性政策企画推進

本部のもとに女性問題の解決を図るための施策を積極的に推進しております｡

大阪が地球時代にふさわしく､人間と自然の調和を保ち､かつ文化の薫り高い国際都

市-発展していくためには､男女が共に人間として尊重され､性差にとらわれることな

く､豊かな人間関係のなかで､人生のあらゆる段階で支えあうことのできる社会､即ち､

男女の自立並びにあらゆる分野-の対等な参加･参画に基づく男女協働社会を実現する

ことが不可欠でありますo

しかしながら､男女の固定的な役割分担意識はまだ根強く､男女の自立及びあらゆる

分野-の対等な参加･参画を不十分なものとしていますo　また､近年における高齢化､

情報化､国際化等の急激な進展により､女性問題に係わる新たな課題が生じてきており

ます｡

男女協働による真に豊かな社会を実現するためには､行政の力だけで達成できるもの

ではなく､民間においても女性問題の解決に向けて社会的な気運の醸成を図るとともに､

企業､民間団体さらには府民一人ひとりが知恵と創意を発揮して積極的な活動を展開す

ることが重要です｡

財団法人大阪府男女共同参画推進財団は､そうした行政並びに府民､民間団体等が連

携した多様な活動を効果的に推進するために中心的な役割を果たすとともに､男女の自

立とあらゆる分野-の対等な参加及び参画を促進するため､情報の収集及び提供に関す

る事業､能力開発に関する事業､女性の抱える問題に関する相談事業､女性の交流の促

進並びに文化及び表現活動の支援に関する事業､調査研究及び啓発学習に関する事業､

女性の健康に関する事業及びドーンセンター(大阪府立女性総合センター)の管理運営

を行うこと等により､男女協働社会の実現に寄与することを目的として設立するもので

あります0
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財団法人大阪府男女共同参画推進財団

寄　　附　　行　　為

第1章　魚則

(名称)

第1条　この法人は､財団法人大阪府男女共同参画推進財団と称する0

(事務所)

第2条　この法人は､事務所を大阪市中央区大手前1丁目3番49号に置くo

(日的)

第3条　この法人は､大阪府の区域内において､男女の自立並びにあらゆる

分野-の対等な参加及び参画を促進する事業を行い､もって男女共同参画

社会の実現に寄与することを目的とする｡

(事業)

第4条　この法人は､前条の目的を達成するため､次に掲げる事業を行う｡

(1)女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

(2)女性の能力開発に関する事業

(3)女性の抱える問題に関する相談事業

(4)女性の交流の促進並びに文化及び表現活動の支援に関する事業

(5)男女の自立並びにあらゆる分野-の対等な参加及び参画を促進するた

めの調査研究及び啓発学習に関する事業

(6)女性の健康に関する事業

(7)前各号に掲げる事業及び施設の管理運営の受託に関する事業

(8)前7号に掲げるもののほか､この法人の目的を達成するために必要

な事業

第2章　資産､会計及び事業計画

(資産の構成)

第5粂　この法人の資産は､次に掲げるものをもって構成する｡

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)寄附金品

(3)資産から生ずる収入

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入
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(資産の種別)

第6条　資産は､基本財産及び運用財産の2種とする｡

2　基本財産は､次に掲げるものをもって構成するG

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した

財産

3　運用財産は､基本財産以外の財産とする｡

(資産の管理)

第7条　資産は､理事長が管理し､その方法は､理事会の議決を経て､理事

長が別に定める

2　基本財産のうち現金は､郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ､

信託会社に信託し､又は国債､公債その他確実な有価証券に換えて保管し

なければならないo

(基本財産の処分の制限)

第8条　基本財産は､これを処分し､又は担保に供することができない｡

ただし､この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは､理事会に

おいて､理事数の4分の3以上の同意を得､かつ､大阪府知事の承認を得

て､その一部を処分し､又はその全部若しくは一部を担保に供することが

できる｡

(経費の支弁)

第9条　この法人の経費は､運用財産をもって支弁する｡

(事業計画及び予算)

第10条　この法人の事業計画及び予算は､理事長が作成し､毎会計年度開始

前に理事会の議決を得なければならない｡これを変更する場合も同様とす

るo

(暫定予算)

第11条　前条の規定にかかわらず､やむを得ない場合により予算が成立しな

いときは､理事長は､予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出する

ことができる｡

2　前項の収入支出は､新たに成立した予算の収入支出とみなすo

(事業報告及び決算)

第12条　理事長は､毎会計年度終了後3カ月以内に､事業状況報告書､収支

計算書､正味財産増減計算書､貸借対照表及び財産目録等を作成し､監事
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の監査を経て､理事会の承認を得なければならない｡

(長期借入金)

第13条　この法人が資金の借入れをしようとするときは､会計年度の収支を

もって償還する短期借入金を除き､理事会において理事数の3分の2以上

の同意を得､かつ､大阪府知事の承認を得なければならない｡

(会計年度)

第14条　この法人の会計年度は､毎年4月1日に始まり､翌年3月31日に

終わる｡

第3章　役旦

(種別)

第15条　この法人に､次に掲げる役員を置く｡

(1)　理事長　　　1人

(2)　専務理事　　1人

(3)　理事(理事長及び専務理事を含む｡)

10人以上20人以内

(4)監事　　　　　2人

(選任)

第16条理事及び監事は､理事会において選任し､大阪府知事の承認を得る

ものとする｡

2　理事長は､理事の互選により定める0

3　専務理事は､理事会の同意を得て理事長が指名する｡

4　理事及び監事は､相互に兼ねることができない｡

5　理事のいずれかを1名とその親族その他の特別の関係にある者の合計数

は､理事数の3分の1を超えてはならない｡

6　監事は､相互に親族その他の特別の関係にある者であってはならないo

(職務)

第17条　理事長は､この法人を代表し､業務を統括する0

2　専務理事は､理事長を補佐し､日常の業務を処理し､理事長に事故があ

るとき又は理事長が欠けたときは､その職務を代行する｡

3　理事は､理事会を構成し､業務を議決し､執行する｡

4　理事は､次の職務を行う｡

(1)法人の財産の状況を監査することo

(2)理事の業務執行の状況を監査することo

(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは､
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これを理事会及び大阪府知事に報告すること｡

(4)前号の報告をするため必要があるときは､理事会を招集すること｡

(任期)

第18条　役員の任期は､ 2年とするo　ただし､再任を妨げない.

2　補欠又は増員により､選任された役員の任期は､前任者又は現任者の残任

期間とする｡

3　役員は､辞任又は任期満了の後においても､後任者が就任するまでは､

その職務を行わなければならない｡

(解任)

第19条　役員が次の各号のいずれかに該当するときは､理事会において､理

事数の4分の3以上の議決により､これを解任することができる｡ただし､

理事会において､その役員に対し､議決の前に弁明の機会を与えなければ

ならないo

(1)心身の故障のため､職務の執行に堪えられないと認められるとき｡

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと

認められるときo

(報醐等)

第20条　役員は､無給とするo　ただし､常勤の役員は､有給とすることがで

きる｡

2　役員には費用を弁償することができる｡

3　前2項に関し必要な事項は､理事会の議決を経て､理事長が定める｡

第4章　理事会

(構成)

第21条　理事会は､理事をもって構成する｡

(権能)

第22条　理事会は､この寄附行為で別に定めるもののほか､この法人の運営

に関する重要な事項を議決する｡

(種類及び開催)

第23条　理事会は､通常理事会と臨時理事会の2種とする｡

2　通常理事会は､毎年2回開催する｡

3　臨時理事会は､次の各号のいずれかに該当する場合に開催する｡

(1)理事長が必要と認めたとき｡

(2)理事数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって
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開催の請求があったとき｡

(3)監事が第17条第4項第4号の規定により､召集したとき｡

(召集)

第24条理事会は､理事長が招集する｡ただし､前条第3項第3号の規定に

よる場合は､監事が召集する｡

2　理事長は､前条第3項第2号の規定による請求があったときは､その日

から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない｡

3　理事会を招集するときは､会議の日時､場所､目的及び審議事項を記載

した書面をもって､少なくとも7日前までに通知しなければならない｡

(離農)

第25条　理事会の議長は､理事長が当たる｡

(定足数)

第26条理事会は理事数の3分の2以上の出席がなければ開会することが

できない｡

(議決)

第27条理事会の議事は､この寄附行為で別に定めるもののほか､出席した

理事の過半数をもって決し､可否同数のときは､議長の決するところによ

るo

(書面表決等)

第28条やむを得ない理由のため､理事会に出席できない理事は､あらかじ

め通知された事項について､書面をもって表決し､又は他の理事を代理人

として表決を委任することができる｡

2　前項の場合における前2条の規定の適用については､その理事は出席し

たものとみなすo

(議事録)

第29条理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成し､こ

れを保存しなければならない｡

(1)日時及び場所

(2)理事数

(3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については､

その旨を記載すること｡)

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項
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2　議事録には､その会議において出席した理事の中から選任された議事録

署名人2名以上が､議長と共に署名押印しなければならないo

第5章　委員等

(設置)

第30条　本財団に､第4条に定める事業の円滑な促進を図るため､必要に応

じ､委員を置き､又は委員会を設置することができる｡

2　委員の選任､委員会の設置､運営その他必要な事項は､理事会の同意を

得て､理事長が別に定める0

第6章　事務局

(設置)

第31条　この法人の事務を処理するため､事務局を置く0

2　事務局には､事務局長その他の職員を置く｡

3　事務局の職員は､理事長が任免する｡

4　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は､理事会の議決を経て､理事

長が別に定める｡

(書類及び帳簿の備付け)

第32条　事務所には､次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければな

らないo

(1)寄附行為

(2)理事､監事及び職員の名簿及び履歴書

(3)許可､認可等及び登記に関する書類

(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類

(5)収入､支出に関する帳簿及び証拠書類

(6)資産､負債及び正味財産の状況を示す書類

(7)その他必要な帳簿及び書類

第7章　寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第33条　この寄附行為は､理事会において理事数の4分の3以上の同意を得､

かつ､大阪府知事の認可を得なければ変更することができない｡

(解散)

第34条　この法人は､民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によ

るほか､理事会において､理事数の4分の3以上の同意を得､大阪府知事
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の承認のあったとき解散する｡

(残余財産の処分)

第35条解散後の残余財産は､理事会の議決を経て､大阪府知事の許可を得､

この法人と類似の目的を有する公益法人又は大阪府に寄附するものとする｡

第8章　雑則

(委任)

第36条　この寄附行為の施行について必要な事項は､寄附行為に定めるほか､

理事会の議決を経て､理事長が別に定める｡

附則

1　この寄附行為は､この法人の設立許可のあった日から施行する｡

2　この法人の設立当初の役員は､第16条第1項から第3項の規定にかか

わらず､設立者の定めるところとし､その任期は､第18条第1項の規定

にかかわらず､平成8年3月31日までとする｡

3　この法人の設立初年度の事業計画及び予算は､第1 0条の規定にかかわ

らず､設立者の定めるところによる｡

4　この法人の設立初年度の会計年度は､第14条の規定にかかわらず､設

立許可のあった日から平成7年3月31日までとする｡

附則

(施行期日)

1　この寄附行為は､平成6年9月1日から施行する｡

2　この寄附行為は､平成15年4月1日から施行するo
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財団法人　大阪府男女共同参画推進財団役員名簿

平成16年3月31日現在

役員名 冩��Ykﾂ�

理事長 伜)6��&｢�大阪府生活文化部長 

専務理事 倬陏ｩ/X自��大阪府立女性総合センター副館長 

理事 �I�ｨ椹�2�大阪府教育委員会委員 

理事 ��:������阪南中央病院産婦人科科長 

理事 �ﾙ�ｩu(���大阪労働局雇用均等室長 

理事 冉ｸ�(ｷhﾆ"�公認会計士 

理事 �'ﾉ(hﾆ)Oﾈ���大阪市立大学名誉教授 
大阪府立女性総合センター館長 

理事 �&凩���ﾕﾒ�弁護士 

理事 �HﾋHﾕx���環境造形作家 

理事 ��ﾉ�ｩH韈��小劇場｢タイニィ.アリス｣代表取締役 
文学博士 

理事 僣ｹOi�yz"�関西経済同友会常任幹事.事務局長 

理事 ����8福�(社福)大阪ボランティア協会事務局長 

理事 冏�>�6�h���関西ニュービジネス協議会常任幹事 

理事 亊ｸ�(ﾘ(謦�大阪女子大学学長 

理事 俯ｨ�甑h8���帝塚山学院大学教授 

監事 俟�ﾏｸﾏh���大阪府副出納長兼出納室長 

監事 凩�ｴ儖ﾉ�2�公認会計士(あずさ監査法人) 
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ドーンセンター運営推進委員会設置要綱

(設置)

第1条　大阪府立女性総合センター(ドーンセンター(以下｢センター｣というo))

の機能を十分に活用し､有効かつ円滑な事業運営を図るため､センター館長(以下

｢館長｣という｡)の下にドーンセンター運営推進委員会(以下｢委員会｣という｡)

を置くo

(所掌事務)

第2粂　委員会は､センターの円滑な事業運営に関して意見及び提言を行う｡

(組鼓)

第3条　委員会は､館長が学識経験者､団体･グループ､利用者等の中から委嘱した委

員をもって組織する｡

2　委員会に､座長及び副座長をおく.

3　座長は､委員の互選により選任し､副座長は､座長の指名による0

4　座長は､委員会を代表し､会務を総括する｡

5　副座長は､座長を補佐し､座長に事故あるときは､その職務を代理する｡

(任期)

第4条　委員の任期は､ 2年とするoただし､補欠の委員の任期は､前任者の残任期間

とする｡

(召集)

第5条　委員会は座長が招集し､座長がその議長になる｡

(報酬)

第6条　委員は無報酬とする｡ただし､委員には別に定めるところにより費用を弁償す

ることができる｡

(庶務)

第7条　委員会の庶務は､財団法人大阪府男女共同参画推進財団事務局において行うo

(委任)

第8条　この要綱に定めるもののほか､委員会の運営に関して必要な事項は､館長が定

める｡

附則

この要綱は､平成1 5年4月1日から施行する｡
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ドーンセンター運営推進委員　　　平成1 6年3月3 1日現在

氏名 冩��Ykﾂ�備考 

九本郁子 ��Xﾞ8�ｧx��%ｨｯｩ�Xｧykﾉu�8��座長 

竹川幸子 兢佩ﾈ贅�副座長 

上田理恵子 宙靑�7ﾘ5X�ｸ6ﾈ6(6r� 

大谷恵子 �.h+�,ﾈ橙� 

大沼恭子 �,h.�� 

亀井明子 册ﾉ|ﾙf育��饑�5�7��ｸ5�� 

岸本千枝子 忠(��4�4�5h8x984�8ｸ�ｲ� 

伍賀借子 亊i�ﾈ�,ﾉ┼:ﾙn)�位Hｸh檠�9Uﾂ� 

小山琴子 �*�/�,�,ﾉmｨ,Y�Xﾞ8,ﾈ･�/���.��� 

高田妙子 �*�+x,末��Xﾞ2� 

高田昌代 ���ｸ�8ｬXﾎﾉ�Xｧxｻ8�握XﾎﾈｧyYB�� 

中西豊子 �&雕X�ｾHｧ兀H486�986�� 

弘本由香里 ��Xﾞ84ｸ5�ｨ4x6ﾈ8ｸ4ﾘ�ｲ饉h嶌ﾊHｸh�ｷ�醜ﾊHｸh蹴� 

松下喜代子 �7H8ﾈ6(5h8X5�4�4�5ﾈ5h4x�ｸ5h8x92� 

三宅貴江 �*�?ｩ�i[xｴﾈ�"� 

宮本由起代 ��Xﾞ9�8,ﾈ5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ� 

村本邦子 傚y�ｸ8�487H5H484�8ｸﾊHｸh��+r� 

森実 ��Xﾞ8ｻ8孜�Xｧxｻ8支ｧyYH�ｻ8�� 

矢田稚子 �4ﾈ888ｨ4�4�6(7h7H4��ｸ8�8�� 

山根享子 �4X488�985�5ｨ985��ｹ�Xﾞ2� 
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大阪府立女性総合センター条例

(設置)

第1条　女性の自立並びにあらゆる分野-の参加及び参画を促進し､もって男女共同参

画社会の実現に資するため､大阪府立女性総合センター(以下｢センター｣というo)

を大阪市中央区大手前1丁目に設置するo

(事業)

第2条　センターは､次に掲げる事業を行う｡

(1)　女性の抱える問題に関する相談を行うことo

(2)　女性に関する情報の収集及び提供を行うことo

(3)女性の自立並びにあらゆる分野-の参加及び参画を促進するための講習会､講

演会､催物等を開催すること.

(4)　センターの施設を前号に規定する講習会､講演会､催物等の開催の用に供する
こと｡

(5)　前各号に掲げるもののほか､前条の目的を達成するために必要なこと0

2　センターは､前項各号に掲げる事業を行うほか､前条の目的の達成に支障のない限

り､その施設を府民の健全で文化的な集会､催物等の利用に供することができるo

(管理の委託)

第3条　知事は､センターの管理に関する事務のうち､センターの利用､事業の運営及

び施設の維持に関する事務を財団法人大阪府男女共同参画推進財団に委託することが

できるo

(利用料金)

第4条　知事は､前条の規定によりセンターの管理の委託を受けた者(以下｢管理受託

者｣という｡)にセンターの利用に係る料金(以下｢利用料金｣という｡)を当該管

理受託者の収入として収受させることができる｡

2　前項の規定により利用料金を管理受託者に収受させる場合においては､センターを

利用しようとするものは､当該管理受託者に利用料金を支払わなければならない0
3　前項の利用料金の額は､管理受託者が次の各号に掲げる場合の区分に応じ､当該各

号に定める額の範囲内で定めるものとする｡ただし､駐車場の利用料金の額は､別表

に掲げる金額の範囲内で定めるものとする｡

(1)利用者が第1条の目的のために利用する場合､別表に掲げる金額

(2)前号に掲げる場合以外の場合､別表に掲げる料金に2を乗じて得た額
4　前項の場合において､管理受託者は､あらかじめ利用料金の額について知事の承認

を受けなければならないoその額を変更するときも､同様とする0

5　知事は､前項の承認をしたときは､その旨を公示しなければならない｡

6　管理受託者が既に収受した利用料金は､還付することができない｡ただし､管理受

託者は､知事が別に定める基準に従い､利用料金の全部又は一部を還付することがで

きる｡

7　管理受託者は､知事が別に定める基準に従い､利用料金を減額し､又は免除するこ

とができるo

(規則への重任)

第5条　この条例に定めるもののほか､センターに関し必要な事項は､規則で定めるo

附則
この条例は､平成1 5年4月1日から施行する0
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大阪府立女性総合センター条例施行規則

(趣旨)

第1条　この規則は､大阪府立女性総合センター条例(平成6年大阪府条例第1号｡以

下｢条例｣というo)第4条第6項ただし書及び第7条並びに第5条の規定に基づき､

大阪府立女性総合センター(以下｢センター｣という｡)の管理に関し必要な事項を

定めるものとする｡

(開館時間)

第2条　センターの開館時間は､午前9時30分から午後9時30分までとする｡ただ

し､知事は､特別の理由があると認めるときは､開館時間を臨時に変更することがあ

る｡

(休館日)

第3条　センターの休館日は､次に掲げる日とする｡ただし､知事は､特別の理由があ

ると認めるときは､休館日を変更し､又はこれらの休館日以外の休館日を臨時に設け

ることがあるo

l　月曜日

2　国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1

日を除く｡以下｢休日｣という｡) (その日が土曜日､日曜日又は月曜日に当たる

ときは､その日後最初に到来する平日(土曜日､日曜日､月曜日及び休日以外の日

をいう｡)

3　12月29日から1月3日までの目

(利用の制限)

第4条　センターを引き続き7日を超えて利用し､又は同じ月のうち7日を越えて利用

することはできない｡ただし､駐車場を利用しようとするとき､又は知事が特別の理

由があると認めるときは､この限りでない｡

(利用の申込み)

第5条　センターを利用しようとするものは､利用申込書(別記様式)を知事に提出し､

その承認を受けなければならない0

2　前項の規定にかかわらず､センターの駐車場を利用しようとする者は､知事が別

に定める利用券の交付による承認を受けなければならないo

(利用料金の還付の基準)

第6条　条例第4条第6項ただし書の知事が別に定める基準は､次の各号に掲げる場合
の区分に応じ､当該各号に定める額を還付することができることとするo

l　天災その他前条の規定により利用の承認を受けたもの(以下｢利用者｣というo)

の責めに帰することのできない理由によりセンターを利用できない場合で条例第4

条第1項に規定する管理受託者(以下｢管理受託者｣という｡)が適当と認めるとき

条例第4条第1項に規定する利用料金(以下｢利用料金｣という｡)に相当する額

2　利用者が利用の申込みを取り消した場合において､センターの施設の利用状況及び

利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく､管理受託者が適当と認めるとき

利用の申込みの取り消しの時期に応じて管理受託者が適当と認める額
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(利用料金の減免の基準)

第7条　条例第4条第7項の知事が別に定める基準は､次の各号のいずれかに該当する

場合に､利用料金を減額し､又は免除することができることとする｡

1天災その他緊急事態の発生により､避難し､又は待機する場所として､国又は地方

公共団体がセンターを利用する場合で管理受託者が適当と認めるとき｡

2　次に掲げる者が運転し､又は同乗する自動車についてセンターの駐車場を利用させ

る場合で管理受託者が適当と認めるときo

イ　身体障害者福祉法(昭和24年法律第2 8 3号)第1 5条第4項の規定による身

体障害者手帳の交付を受けている者
口　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和2 5年法律第1 2 3号)第4 5

条第2項に規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ハ　知的障害のある者と判定されて､療育手帳の交付を受けている者

3　前2号に掲げるもののほか､利用者間の均衡を失しない範囲内において管理受託者

が適当と認めるとき｡

(転貸等の禁止)

第8条　利用者は､利用の承認に基づく権利を譲渡し､又は他人に利用させてはならな
い｡

(利用の東署の取り消し等)

第9条　知事は､利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は､センターの利用の承

認を取り消し､又はその利用を制限し､若しくは停止させることがある｡

1　センターの利用の申込みに偽りがあったとき0

2　他の入館者に危害若しくは迷惑を及ぼし､又はそのおそれがあるとき｡

3　センターの建物若しくは設備を損傷し､若しくは汚損し､又はそのおそれがある

とき｡

4　条例又はこの規則の各条項に違反したとき0

5　前各号に掲げるもののほか､センターの管理上支障があると認められるとき｡

(入館の制限等)

第10条　知事は､次の各号のいずれかに該当する者に対しては､入館を禁止し､又は

退館を命ずることがある0

1　前条第2号又は第3号に該当する者

2　知事の許可を受けないで､寄附金の募集､物品の販売､商品､行事等の宣伝その

他これらに類する行為をした者

3　前2号に掲げる者のほか､センターの管理上支障があると認められる者

(損傷等の届出)

第11条　入館者は､センターの建物又は設備を損傷し､又は汚損したときは､直ちに

その旨を係員に届け出て､その指示を受けなければならない｡

附　則

この規則は､平成1 4年4月1日から施行するo
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